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は じ め に 
 

隅田川水系浄化対策連絡協議会は、隅田川とその支川である新河岸川、石神井川、白子川

の流域自治体８区（中央区、台東区、墨田区、江東区、北区、荒川区、板橋区、足立区）が  

集まり、隅田川水系の河川の更なる水質向上と水辺環境の改善などをめざして活動を     

続けています。 

隅田川は東京の中心部を流れる延長２３．５km の河川であり、基点である北区の岩淵水門で

荒川から分岐したあと東京湾に注いでいます。隅田川の上流部では新河岸川、白子川が、  

中流部では石神井川やその他の支川が流入しており、東京を代表する一級河川です。 

かつては、生活排水や産業排水などが次々と流れ込み、悪臭が発生するなど著しく水質  

汚染が進んでしまった隅田川ですが、その後、多くの関係諸機関の努力により、水質の改善が

進み、現在ではほぼ全ての流域で魚の姿が見られるようになっています。 

また、昭和４０年代から高潮対策として造られた「カミソリ堤防」も、今では人々が隅田川の 

水辺に親しむことができる親水テラスなどにその姿を変えつつあります。今後、観光や       

レクリエーションの場としての隅田川の役割がさらに増すことで、隅田川にまつわる歴史や文化、

隅田川沿いにある下町の伝統工芸や最先端技術の普及が期待されます。 

今年度の合同視察会は、北区の荒川知水資料館（アモア）で視察を行い、荒川区、台東区

等周辺区域における下水の処理について知識を深めました。また、隅田川の合同水質調査（９

月、２月）を例年どおり実施しました。 

隅田川では夏季に水中の酸素量が少なくなることや、豪雨等（一時的な激しい降雨）による 

ヘドロの巻き上げや悪臭の発生、魚の浮上事故等が起こることがあります。また、石神井川や 

白子川のような中小河川は湧水を水源としており平常時水量の確保や、夏季の局地的豪雨に

よる急激な水量の増加など、我々が抱えている課題は少なくありません。 

本協議会は、隅田川、新河岸川、石神井川、白子川が流域の人々にとってより親しみのある

河川となり、さらに次世代に引き継いでいけるよう、いっそうの水辺環境の改善をめざして   

今後も活動を続けてまいります。 

この冊子は、令和７年度における本協議会の事業概要を取りまとめたものです。隅田川水系

の現状についてご理解をいただくとともに本協議会の活動にご協力、ご支援いただければ  

幸いです。 

 

令和８年３月 

隅田川水系浄化対策連絡協議会 
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Ⅰ 事 業 活 動 

１ 令和７年度の概要 

（１） 令和７年度役員  

 

 

 

（２） 事業実績 

 

① 第１回定例会：令和７年６月２日（月）  

令和７年度会員紹介、令和６年度事業報告、令和７年度事業計画、令和７年度視察会について 

 

② 第１回合同水質調査：令和７年９月１１日（木） 

調査地点：１７地点 

 

 

 

 

 

調査項目：１４項目 

気温、水温､色相、臭気、透視度、ｐＨ、ＤＯ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、塩化物イオン、全窒素、 

全りん、アンモニア性窒素 

   

③ 視察会 令和７年１０月３１日（金） 

荒川知水資料館（アモア） 

 

④ 第１回担当者会：令和７年１０月３１日（金）  

第１回合同水質調査結果について、第２回合同水質調査日程について 

 

⑤ 第２回合同水質調査：令和８年２月１８日（水） 

調査地点、調査項目とも第１回合同水質調査と同様 

 

⑥ 第２回担当者会：令和８年３月２７日（金） 

第２回合同水質調査結果について 

令和７年度事業報告書（案）について 

 

 

 

 

 

 

幹 事  台東区 環境清掃部 環境課長 

副 幹 事  墨田区 資源環境部 環境保全課長 

白 子 川 （１地点） ： 成増橋 

石 神 井 川 （２地点） ： 金沢橋、新堀橋 

新 河 岸 川 （４地点） ： 芝宮橋、新河岸水再生センター排水口、蓮根橋、岩淵橋 

隅 田 川 (１０地点）： 岩淵水門、新神谷橋、小台橋、尾竹橋、千住大橋、白鬚橋、

吾妻橋、両国橋、清洲橋、中央大橋 
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２ 合 同 水 質 調 査 

協議会８区は９月（増水期）と２月（渇水期）の２回にわたり、同一日時に各調査地点で水質調査をした。

調査結果は隅田川水系の上流から下流の水質縦断変化を明らかにし、水質改善のための資料とする。 

 

（１） 調査日時 

第１回 増水期 令和７年９月１１日（木） １０：００ 

第２回 渇水期 令和８年２月１８日（水） １０：００ 

 

（２） 調査方法 

隅田川水系合同水質調査要綱「Ⅱ参考資料 ６」による。 

 

（３） 隅田川水系に係る環境基準と水域類型 

① 環境基準 「Ⅱ参考資料 ５」による。 

    環境庁告示第５９号（昭和４６年１２月２８日）による。 

  ② 水域類型 

 

 

 

 

 

隅田川水系浄化対策連絡協議会では合同水質調査の結果を検討するに際して、隅田川 

（岩淵水門から河口までの２３．５km）のうち、岩淵水門から千住大橋までを「隅田川１」、 

白鬚橋から河口までを「隅田川２」と分類している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隅 田 川 （全域） 河川Ｃ類型 

新 河 岸 川 （東京都の区域、埼玉県の区域） 河川C類型 

白 子 川 （東京都の区域） 河川C類型 

石 神 井 川 （全域） 河川B類型 

蓮根橋 
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（４） 調査結果の概要 

第１回合同水質調査（９月）（以下「９月」と略す）と第２回合同水質調査（２月）（以下「２月」と略す）で、

環境基準を満たさなかった項目及び地点は次のとおりである。 

ただし、ＢＯＤについては、年２回の調査では環境基準との比較ができないので参考とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ｐH：９月、２月ともに全地点で環境基準を満たしていた。 

○DO：９月は環境基準を満たさなかった地点が１０地点あった（前年度は８地点で満たさなかった）。 

２月は環境基準を満たさなかった地点が１地点あった（前年度は全地点で満たしていた）。 

○BOD：９月は環境基準を満たさなかった地点が１地点あった（前年度は全地点で満たしていた）。 

２月は環境基準を満たさなかった地点が３地点あった（前年度は全地点で満たしていた）。 

○SS：９月、２月ともに全地点で環境基準を満たしていた（前年度も全地点で満たしていた）。 

 

※新河岸水再生センター排水口は参考値のため環境基準との比較は行っていない。 

 

（５） 各調査項目について（合同水質調査結果及び縦断変化図を参照） 

○調査日の天候 

第１回 令和７年９月１１日（木） 当日天候は晴であった。 

調査２日前（９月９日）の天候は晴れであり、前日の総降水量は０．５ｍｍあった。 

第２回 令和８年２月１８日（水） 当日天候は晴であった。 

調査２日前（２月１６日）の総降水量は５．５ｍｍあり、前日の総降水量は０．５ｍｍあった。 

（参考：８ 令和７年度 降水量（東京） 東京管区気象台） 

① 透視度【表１・表２参照】 

河川水の透明の程度を示す数値である。 

一般に白子川及び石神井川は共に湧水が水源であり良好である。 

９月の採水では７時０４分、１８時５９分が満潮であった。 

また、２月採水では６時００分、１７時１９分が満潮であった。 

○白子川は、９月は８１ｃｍ、２月は１００ｃｍ超の値を示した。 

○石神井川は、９月は６９ｃｍ～１００ｃｍ超、２月は６６ｃｍ～１００ｃｍ超の値を示した。 

○新河岸川は、９月は３１ｃｍ～１００ｃｍ超、２月は６０ｃｍ～１００ｃｍ超の値を示した。 

○隅田川１は、９月は４０ｃｍ～７５ｃｍ、２月は５７ｃｍ～７１ｃｍの値を示した。 

○隅田川２は、９月は４２ｃｍ～７６ｃｍ、２月は６５ｃｍ～１００ｃｍ超の値を示した。 

 ｐH DO BOD SS 

 ９月 ２月 ９月 ２月 ９月 ２月 ９月 ２月 

白子川  0 0 1 0 0 0 0 0 

石神井川 0 0 1 0 0 0 0 0 

新河岸川  0 0 0 0 0 2 0 0 

新河岸水再生センター 

排水口 
（0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） （0） 

隅田川１ 0 0 4 1 1 1 0 0 

隅田川２  0 0 4 0 0 0 0 0 
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②  水素イオン濃度（ｐＨ）【表１・表２参照】 

水が酸性またはアルカリ性であるかを示す指標であり、ｐH７が中性、ｐH７より小さければ酸性、 

ｐH７より大きければアルカリ性である。 

○９月、２月ともに全地点で環境基準を満たしていた。なお、上流部では藻類の光合成、下流部では、

海水の影響でｐＨが高くなる傾向がある。 

 

③  溶存酸素量（ＤＯ）【表１・表２・図１参照】 

水中に溶けている酸素の量のことであり、一般的に微生物の分解作用が活発になる夏季には、

酸素の消費量が増えるのでＤＯが低くなる。また、冬季よりも水温が上がるため、水中に酸素が溶け

込みにくくなることもＤＯが低くなることの要因と考えられる。 

○白子川は、９月は環境基準を満たしていなかった。２月は環境基準を満たしていた。 

○石神井川は、９月は環境基準を満たしていなかった、２月は環境基準を満たしていた。 

○新河岸川は、９月、２月ともに環境基準を満たしていた。 

○隅田川１は、９月、２月ともに環境基準を満たしていなかった。 

○隅田川２は、９月は環境基準を満たしていなかった。２月は環境基準を満たしていた。 

 

④ 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）【表１・表２・図２参照】 

ＢＯＤは微生物により消費された酸素量であり、有機物（汚れ）の量を表す指標である。 

○白子川は、９月、２月ともに環境基準を満たしていた。 

○石神井川は、９月、２月ともに環境基準を満たしていた。 

○新河岸川は、９月は環境基準を満たしていた。２月は環境基準を満たしていなかった。 

※新河岸水再生センター排水口は参考値のため環境基準との比較は行っていない。 

○隅田川１は、９月、２月ともに環境基準を満たしていなかった。 

○隅田川２は、９月、２月ともに環境基準を満たしていた。 

 

⑤ 化学的酸素要求量（ＣＯＤ）【表１・表２・図３参照】 

ＢＯＤが微生物により消費された酸素量であるのに対して、ＣＯＤは酸化剤の消費量を測定する。 

その消費量で有機物（汚れ）の量を表す。 

○白子川は、９月より２月の方が高い値を示した。 

○石神井川は、９月より２月の方が高い値を示した。 

○新河岸川は、岩淵橋で９月より２月の方が低い数値を示した。 

○隅田川１は、岩淵水門で９月より２月の方が低い値を示した。 

○隅田川２は９月より２月の方が低い値を示した。 

 

⑥ 浮遊物質量（ＳＳ）【表１・表２・図４参照】 

水中に浮遊している不溶性の物質で、川底にたまったり、魚介類に付着したりする。 

○９月、２月ともに全地点で環境基準を満たしていた。  

 

⑦ 塩化物イオン（Ｃℓ－）【表１・表２・図５参照】 

水中に含まれる塩素イオンで、海水又は下水道施設(塩素殺菌)からの影響を受けている程度を示す 
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指標である。 

○隅田川では、海水の影響を受けた流域の値が上昇し、例年同様の傾向があった。 

○新堀橋（新神谷橋と小台橋の間で隅田川に合流している）が上流よりも高い数値となり、隅田川

からの影響があったことが推察される。 

 

⑧ 全窒素（Ｔ－Ｎ）【表１・表２・図６参照】 

窒素は肥料やし尿などに多く含まれているため、全窒素の増加は生活排水や工場排水、農業排水

などの流入が原因である場合が多く、窒素が増加すると富栄養化の原因の一つとなる。 

○９月よりも２月の値が高い傾向であった。 

 

⑨ 全りん（Ｔ－Ｐ）【表１・表２・図７参照】 

農業排水や畜産排水、生活排水に含まれており、全窒素同様、富栄養化の原因の一つである。 

○隅田川２は、９月よりも２月の方が低い傾向であった。 

 

⑩ アンモニア性窒素（ＮＨ４
+－Ｎ）【表１・表２・図８参照】 

主に、し尿や有機物の分解、生活排水、工場排水に起因するもので、水質汚染の指標となる。全窒 

    素や全りんと同様、富栄養化の原因の一つである。 

○白子川、石神井川、隅田川１は９月よりも２月の数値が高い傾向を示した。 

 



 

【表１】 隅田川水系浄化対策連絡協議会 令和７年度 第１回 合同水質調査結果 
採水日 令和 7 年 9 月 11 日 木曜日  前日天候 晴  満潮 7:04、18:59 干潮 0:45、12::42 （潮位：東京検潮所） 

河
川
名 

採水地点 天候 
採水 

時刻 

気温 

℃ 

水温 

℃ 
色 相 臭 気 

透視度 

㎝ 
pH 

DO    

mg/ℓ 

 BOD 

mg/ℓ            

COD  

mg/ℓ 

SS    

mg/ℓ 

 Cℓ-  

mg/ℓ 

T-N 

mg/ℓ 

 T-P 

 mg/ℓ 

NH4
+-N 

mg/ℓ 

担当

区 

白

子

川 

成 増 橋 晴 11:00 33.0 28.2 暗緑色 なし 81 7.2 4.7 1.7 2.4 2 14 4.61 0.165 0.28 板橋 

石

神

井

川 

金 沢 橋 晴 8:53 31.0 25.0 無色 なし ＞100 7.8 9.4 ＜0.5 1.1 ＜1 13 4.48 0.080 0.05 板橋 

新 堀 橋 晴 10:00 32.2 28.6 灰黄色 なし 69 7.1 3.2 2.4 5.8 3 23 4.96 0.520 1.33 北 

新
河
岸
川 

芝 宮 橋 晴 9:50 30.6 28.3 暗緑色 なし 95 7.2 7.9 1.8 3.2 5 23 4.04 0.403 0.80 板橋 

新河岸水再生 

センター排水口 
晴 9:30 （31.4） （29.4） （黄緑色） （微下水臭） （＞100） （6.5） （6.6） （3.2） （6.2） （1） （33） （7.43） （1.49） （0.24） 板橋 

蓮 根 橋 晴 10:21 32.2 28.2 茶褐色 微下水臭 69 7.0 6.8 3.6 3.9 4 26 5.35 0.668 0.41 板橋 

岩 淵 橋 晴 10:55 35.4 29.6 灰黄緑色 なし 31 7.1 5.9 2.8 6.2 16 26 5.92 0.561 1.31 北 

隅
田
川
１ 

岩淵水門 曇り 11:30 32.4 30.1 暗灰緑黄色 なし 67 7.2 5.0 3.7 6.2 7 27 5.84 0.523 1.31 北 

新神谷橋 晴 10:00 34.6 29.0 暗緑色 微川藻臭 40 7.2 2.1 3.3 5.6 5 26 6.48 0.591 1.50 足立 

小 台 橋 晴 10:40 33.5 28.5 黄緑色 微下水臭   75 7.2 2.1 3.1 4.7 10 24 5.46 0.380 0.90 荒川 

尾 竹 橋 晴 10:00 35.0 29.0 暗緑色 微下水臭 60 7.2 0.8 6.2 5.4 6 24 6.18 0.380 1.50 荒川 

千住大橋 晴 10:00 31.1 28.2 淡緑灰色 微川藻臭 52 7.3 1.7 4.2 6.4 13 34 6.27 0.453 1.72 足立 

隅
田
川
２ 

白 鬚 橋 晴 10:00 31.8 29.8 暗緑色 微川藻臭 42 7.0 2.0 4.6 7.6 9 118 6.31 0.434 1.87 台東 

吾 妻 橋 曇り 10:45 32.0 29.6 暗緑色 微川藻臭 46 7.0 2.9 3.3 6.6 9 511 5.66 0.507 1.69 台東 

両 国 橋 晴 10:00 36.0 31.0 暗緑色 微下水臭 73 6.9 4.5 2.1 5.1 5 2640 4.97 0.342 1.36 墨田 

清 洲 橋 晴 10:00 32.0 29.1 暗緑色 微潮臭 76 8.0 3.2 4.2 6.1 1 3200 3.82 0.370 1.12 江東 

中央大橋 晴 10:01 33.9 29.2 茶褐色 海藻臭 48 7.8 5.4 5.1 7.1 5 7000 3.81 0.342 0.48 中央 

※１ 新河岸水再生ｾﾝﾀｰ排水口は下水処理水のため参考値とし、（ ）で示す。 

※２ 色相の「無色」は、川底が見える状態を示す。 

※３    は環境基準値を満たさなかった測定値を示す。 

- 6
 - 

隅
田

川
水

系
浄

化
対

策
連

絡
協

議
会

 
令

和
７

年
度

事
業

報
告

書
 

 
 

DO：溶存酸素量 BOD：生物化学的酸素要求量 COD：化学的酸素要求量 SS：浮遊物質量 Cℓ-：塩化物イオン T-N：全窒素 T-P：全りん NH4
+-N：アンモニア性窒素 

 



 

 

 

        採水日 令和８年２月１８日 水曜日  前日天候 晴  満潮 6：00、17：19 干潮 11：46  （潮位：東京検潮所） 

河
川名 採水地点 天候 

採水 

時刻 

気温 

℃ 

水温 

℃ 
色 相 臭 気 

透視度 

㎝ 
pH 

DO    

mg/ℓ 

 BOD 

mg/ℓ            

COD  

mg/ℓ 

SS    

mg/ℓ 

 Cℓ-  

mg/ℓ 

T-N 

mg/ℓ 

 T-P 

 mg/ℓ 

NH4
+-N 

mg/ℓ 

担当

区 

白

子

川 

成 増 橋 曇 11:16 12.1 10.0 暗緑色 なし ＞100 7.4 9.9 3.3 3.8 1 25 7.12 0.187 0.84 板橋 

石

神

井

川 

金 沢 橋 曇 9:06 9.0 9.2 無色 なし ＞100 7.8 11.1 ＜0.5 2.5 4 15 4.45 0.051 0.04 板橋 

新 堀 橋 曇 10:40 9.2 13.0 暗灰黄緑色 微潮臭 66 7.2 6.5 4.2 7.4 3 2,840 6.24 0.362 3.04 北 

新
河
岸
川 

芝 宮 橋 曇 10:14 10.0 14.8 暗緑色 なし 85 6.7 7.6 4.4 9.5 5 69 12.3 0.681 2.28 板橋 

新河岸水再生 

センター排水口 
曇 9:44 （9.8） （17.0） （暗緑色） （微下水臭） （＞100） （6.7） （7.6） （9.0） （9.1） （2） （60） （12.8） （1.08） （0.99） 板橋 

蓮 根 橋 曇 10:26 10.0 15.5 灰茶色 微下水臭 ＞100 6.7 7.1 6.7 8.2 2 59 11.1 0.654 0.87 板橋 

岩 淵 橋 曇 10:45 18.0 16.1 暗灰黄緑色 なし 60 7.0 6.2 8.7 5.0 8 543 9.18 0.499 3.88 北 

隅
田
川
１ 

岩淵水門 曇 12：20 13.5 14.6 暗灰黄緑色 なし 57 7.0 4.7 9.4 5.2 10 1,470 8.69 0.535 3.62 北 

新神谷橋 晴 10:00 10.0 13.5 暗緑色 なし 71 7.2 7.2 2.9 7.8 5 3,060 3.04 0.559 1.95 足立 

小 台 橋 晴 10:50 9.5 13.5 黄緑色 微下水臭 61 7.5 5.9 2.4 6.8 14 4,200 10.5 0.503 3.41 荒川 

尾 竹 橋 曇 10:00 11.0 14.0 暗緑色 微下水臭 60 7.5 5.1 3.4 6.6 11 4,690 11.0 0.449 3.88 荒川 

千住大橋 晴 10:00 8.5 13.5 暗緑色 微下水臭 65 7.2 5.8 3.7 8.3 6 5,220 12.5 0.400 4.48 足立 

隅
田
川
２ 

白 鬚 橋 曇 10:00 8.9 12.0 暗緑色 微川藻臭 65 7.3 7.1 2.1 6.1 11 8,360 7.35 0.318 2.21 台東 

吾 妻 橋 曇 10:50 10.5 12.2 暗緑色 微川藻臭 65 7.2 6.7 1.5 5.6 9 9,770 6.96 0.291 2.12 台東 

両 国 橋 晴 9：56 10.0 11.6 暗緑色 微下水臭 ＞100 7.5 7.3 1.7 4.6 5 16,900 5.78 0.214 1.14 墨田 

清 洲 橋 曇 10:00 9.0 11.0 暗緑色 微潮臭 81 7.9 7.6 1.8 3.6 3 12,000 3.36 0.173 0.51 江東 

中央大橋 晴 10:00 9.8 11.1 灰緑色 微海藻臭 ＞100 7.8 8.4 1.6 4.8 2 15,000 2.41 0.164 0.50 中央 

 
※１ 新河岸水再生ｾﾝﾀｰ排水口は下水処理水のため参考値とし（ ）で示す。 
※２ 色相の「無色」は、川底が見える状態を示す。 
※３    は環境基準値を満たさなかった測定値を示す。 

【表２】 隅田川水系浄化対策連絡協議会 令和７年度 第２回 合同水質調査結果 

- 7
 - 

 
 

 

 
隅

田
川

水
系

浄
化

対
策

連
絡

協
議

会
 

令
和

７
年

度
事

業
報

告
書

 

DO：溶存酸素量 BOD：生物化学的酸素要求量 COD：化学的酸素要求量 SS：浮遊物質量 Cℓ-：塩化物イオン T-N：全窒素 T-P：全りん NH4
+-N：アンモニア性窒素 



- 8 -         隅田川水系浄化対策連絡協議会 

 令和７年度事業報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 溶存酸素量（ＤＯ）縦断変化 
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図３ 化学的酸素要求量（ＣＯＤ）の縦断変化 
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図４ 浮遊物質量（SS）の縦断変化 
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図５ 塩化物イオン（Ｃℓ
-
）縦断変化 
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図６ 全窒素（Ｔ－Ｎ）縦断変化 
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図７ 全りん（Ｔ－Ｐ）縦断変化 
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図８ アンモニア性窒素（NH₄⁺-N）縦断変化 
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（６） 経年変化 
 ①ＤＯ 【表３・図９・図１０参照】 

○白子川および石神井川は、調査開始以来、環境基準を満たしている。 

○新河岸川は、昭和５９、６０年度に環境基準を満たさなかったが、昭和６１年度以降は環境基準を 

満たしている。 

○隅田川１は、平成８年度に一度、数値が低くなったが、全体的には改善が進んでいる。また、隅田

川２は昭和５５年度頃からほぼ横ばいの推移を示している。隅田川全体では、環境基準C類型に分

類されてからは、環境基準前後を推移している。 

②ＢＯＤ 【表４・図１１～１３参照】 

○白子川は、昭和５０年代から平成５年度にかけて大幅に改善が進み、それ以降は環境基準を満たし

ている。 

○石神井川は、昭和５０年代から平成２年度にかけて改善が進み、 それ以降は平成２８年度を除い

て環境基準を満たしている。 

○新河岸川は、昭和６０年度に環境基準を満たしてからは、数値の上下を繰り返しながらも、概ね横

ばい傾向である。 

○隅田川は、昭和６０年度から環境基準を満たしている。 

③全窒素 【表５・図１４・図１５参照】 

○平成１１年度から大きな変化はなく、おおむね横ばいを示している。 

④全りん(平成１０年度までは溶存性りん)  【表６・図１６～１９参照】 

○白子川は、平成１０年度まで大幅に低減し、それ以降は低い数値で推移している。 

○石神井川は、平成５年度まで低減、それ以降では低い数値を推移している。 

○新河岸川は、変動を示しながらも、０．５mg/ℓ 付近を推移していたが、平成２９年から令和２年にか

けて徐々に上昇し、現在は横ばいで推移している。 

○隅田川１も、新河岸川と同じように変動を繰り返しつつ、０．５mg/ℓ 付近で推移している。 

○隅田川２は、昭和５５年に高い数値を示した後、翌５６年から０．３mg/ℓ 程度を推移している。 

⑤アンモニア性窒素 【表７・図２０・図２１参照】 

○白子川は、平成１４年度から低い状況が続いていた。平成１９年度、２１年度、２５年度、２８年度は

やや高い数値を示したが、概ね横ばい傾向である。また、平成３０年度からはやや上昇傾向である。 

○石神井川は平成１３年度、１４年度、２８年度、及び令和７年度で高い数値を示したが、概ね横ばい

傾向である。 

○新河岸川および隅田川１においても、石神井川と同じように平成１３年度頃に高い数値を示した後、

減少傾向を示した。また、隅田川２も平成１５年度頃から減少傾向を示した。しかし、新河岸川、隅田

川１及び２のいずれにおいても、平成１７年度からは、数値の上下を繰り返しながら、概ね横ばい傾

向である。 

 

 ⑥水域類型の変更について（東京都告示第４６３号） 
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   ○平成２９年３月、水域類型の変更があり、新河岸川（都内区域）河川 C 類型、白子川（都内区域）河川 C

類型、石神井川（全域）河川 B 類型に指定された。なお、隅田川（全域）河川 C 類型のままであった。 
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新河岸川 環境基準 C類型（H29～） 

図９ 新河岸川・隅田川の溶存酸素量（ＤＯ）経年変化 

図１０ 白子川・石神井川の溶存酸素量（ＤＯ）経年変化 

（年度） 

隅田川 環境基準 D類型 

新河岸川 環境基準 D類型（～H28） 

隅田川 環境基準 C類型 

新河岸川 環境基準 E類型 

新河岸川 環境基準 C類型（H29～） 
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  ( mg/ℓ ) 

   
   ( mg/ℓ ) 

年度 新河岸川 隅田川１ 隅田川２  年度 白子川 石神井川 

S53 4.7  1.1  3.1   S53 6.1 ― 

54 3.9  2.2  4.1   54 3.9 3.0 

55 3.1  1.1  3.9   55 5.6 5.1 

56 2.4  2.1  5.0   56 3.6 4.5 

57 2.4  1.8  4.5   57 3.2 5.2 

58 2.2  2.1  4.0   58 4.9 4.7 

59 0.7  1.0  4.3   59 2.0 2.6 

60 1.8  1.7  5.2   60 3.2 7.2 

61 3.4  2.4  4.7   61 4.5 6.7 

62 2.0  2.1  4.8   62 3.2 6.3 

63 4.0  2.5  4.7   63 5.1 8.0 

H1 4.9  3.7  3.7   H1 7.3 6.6 

2 3.6  2.8  4.8   2 4.3 7.5 

3 6.9  5.4  4.8   3 7.4 9.0 

4 4.9  4.1  4.5   4 6.9 11.7 

5 6.4  4.9  5.1   5 8.6 10.1 

6 4.6  3.7  4.7   6 11.3 11.1 

7 5.2  4.0  5.4   7 9.7 11.6 

8 4.2  2.5  4.6   8 8.2 9.5 

9 6.7  4.9  5.3   9 11.6 10.9 

10 6.5  5.4  4.7   10 11.3 9.3 

11 6.1  4.7  5.7   11 9.3 8.8 

12 6.4  5.8  5.3   12 9.9 9.6 

【表３】 溶存酸素量（DO）の経年変化 （新河岸川・隅田川・白子川・石神井川） 
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13 7.6  5.7  4.9   13 10.3 9.2 

年度 新河岸川 隅田川１ 隅田川２  年度 白子川 石神井川 

14 7.2  5.6  4.9   14 9.4 9.2 

15 6.9  5.0  4.5   15 10.5 10.5 

16 7.2  5.0  5.0   16 9.4 9.7 

17 7.0  6.4  5.4   17 11.7 10.0 

18 7.3  5.5  4.4   18 10.7 9.0 

19 6.4  6.2  5.8   19 10.6 10.1 

20 7.7 6.4 5.2  20 11.6 9.6 

21 7.2 5.8 5.1  

 

21  9.8 9.6 

22 7.1 5.8 4.8 22 12.3 11.0 

23 7.3 6.3 5.3  23 10.3 9.4 

24 6.7 5.3 5.3  24 8.7 9.8 

25 7.0 5.8 5.1  25 10.4 10.2 

26 7.2 6.0 5.3  26 10.1 8.8 

27 7.5 6.2 5.9  27 9.9 9.5 

28 7.2 6.7 6.8  28 9.3 8.8 

29 7.2 5.5 5.9  29 11.9 10.5 

30 6.8 5.8 5.3  30 10.4 8.9 

R1 7.0 4.9 5.2  R1 10.8 8.9 

2 6.4 5.4 5.1  2 10.3 8.3 

3 7.1 6.0 6.0  3 13.3 9.0 

4 6.6 5.6 5.7  4 9.7 8.5 

5 6.9 4.9 5.7  5 6.7 8.5 

6 7.5 6.3 5.7  6 12.3 9.6 

7 6.9 4.0 5.5  7 7.3 7.6 
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※ データは川ごとの採水地点の２回の測定値から求めた平均値  

図１２ 白子川・石神井川の生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）経年変化 

図１１ 新河岸川・隅田川の生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）経年変化 

新河岸川 環境基準 D類型～H28 

隅田川 環境基準 C 類

型 

新河岸川 環境基準 C類型（H29～） 

石神井川 環境基準 D類型 

白子川 環境基準 D 類型 

石神井川 環境基準 C 類型 

白子川 環境基準 E 類型 

白子川 環境基準 B 類型（H29～） 
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図１３ 白子川・石神井川の生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）経年変化（拡大図）  
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【表４】 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）の経年変化 

 （新河岸川・隅田川・白子川・石神井川） 

     ( mg/ℓ )    ( mg/ℓ ) 

年度 新河岸川 隅田川１ 隅田川２  年度 白子川 石神井川 

Ｓ53 8.1 7.2  2.4   Ｓ53 ― ― 

54 9.5 6.8  2.4   54 81 29 

55 12 6.9  2.9   55 59 21 

56 9.8 6.5  3.7   56 72 13 

57 8.2 4.9  2.8   57 55 12 

58 9.3 7.4  2.9   58 60 14 

59 11 9.1  2.6   59 62 18 

60 6.7 5.4  3.1   60 55 6.8 

61 6.2 5.6  2.5   61 27 9.4 

62 6.9 6.0  2.0   62 21 12 

63 5.3 4.2  1.4   63 15 4.8 

H1 5.9 5.6  3.0   H1 25 9.6 

2 7.1 4.0  2.3    2 11 5.7 

3 6.0 5.4  2.2   3 11 4.1 

4 4.8 4.9  1.5   4 11 3.5 

5 5.4 4.3  2.1   5 5.2 2.3 

6 6.7 4.0  2.0   6 4.4 2.4 

7 5.5 3.2  1.7   7 5.0 2.7 

8 6.9 4.0  2.2   8 5.3 3.8 

9 7.0 4.6  2.3   9 2.3 3.4 

10 4.6 2.5  1.8   10 2.0 2.0 

11 4.5 4.0  2.9   11 2.4 2.4 
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12 4.7 3.1  3.1   12 1.8 1.9 

年度 新河岸川 隅田川１ 隅田川２  年度 白子川 石神井川 

13 3.3 3.5  1.7   13 1.9 2.4 

14 4.9 4.1  2.9   14 2.3 2.4 

15 4.6 3.2  2.8   15 3.0 1.5 

16 4.3 3.1  1.3   16 3.3 3.5 

17 6.7 4.0  1.4   17 1.8 3.4 

18 4.8 3.1  1.4   18 1.4 2.5 

19 4.2 3.0  1.9   19 2.5 2.2 

20 4.0 3.3  1.3   20 3.7 1.8 

21 4.4 4.0  2.3  
 

 

21 1.9 1.5 

22 5.1 4.4  2.2 22 1.8 0.7 

23 7.5 4.8 2.9  23 2.3 2.2 

24 3.8 4.0 3.1  24 3.0 1.8 

25 4.5 3.8 2.7  25 6.3 2.3 

26 4.7 3.3 1.7  26 2.5 1.3 

27 3.5 2.7 2.3  27 1.8 1.9 

28 2.4 2.4 1.8  28 5.7 7.3 

29 3.5 2.2 1.7  29 1.4 1.3 

30 3.8 3.9 2.0  30 2.7 1.5 

R1 3.6 1.9 1.4  R1 1.6 1.2 

2 2.7 2.6 3.1  2 2.2 1.0 

3 4.2 1.8 1.4  3 1.2 0.9 

4 2.9 1.9 1.1  4 1.2 1.1 

5 2.1 1.8 2.0  5 2.9 1.7 

6 2.2 1.5 1.7  6 2.4 1.4 

7 4.7 4.2 2.8  7 2.5 1.9 
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※ データは川ごとの採水地点の２回の測定値から求めた平均値 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１５ 白子川・石神井川の全窒素（T－N）経年変化 

図１４ 新河岸川・隅田川の全窒素（T－N）経年変化 

図１５ 白子川・石神井川の全窒素（T－N）経年変化 



- 21 -         隅田川水系浄化対策連絡協議会 

 令和７年度事業報告書 

 

【表５】 全窒素（Ｔ－Ｎ）の経年変化 （新河岸川・隅田川・白子川・石神井川）( mg/ℓ )                        

年度 新河岸川 隅田川１ 隅田川２  年度 白子川 石神井川 

11 14.1 13.4 6.39  11 5.52 7.01 

12 7.55 7.60 5.30  12 7.01 4.98 

13 8.83 10.8 6.12  13 7.26 6.77 

14 9.63 9.45 5.76  14 6.89 7.16 

15 10.0 10.2 6.88  15 7.57 7.39 

16 7.48 7.01 4.63  16 5.90 5.24 

17 9.69 9.04 6.48  17 7.33 6.20 

18 8.08 8.89 5.68  18 7.78 6.39 

19 8.97 8.65 5.29  19 7.70 6.05 

20 8.31 8.33 4.97 
 

20 7.98 6.55 

21 9.41 7.71 4.21 21 7.47 6.26 

22 9.22 9.26 4.96  22 6.49 5.55 

23 8.86 8.08 6.24  23 6.62 5.27 

24 7.91 7.80 4.91  24 5.16 5.48 

25 9.42 9.31 5.63  25 6.95 6.53 

26 8.43 8.18 4.85  26 5.70 5.40 

27 7.23 8.45 5.15  27 6.02 5.61 

28 8.56 7.57 4.35  28 8.39 6.64 

29 8.57 8.59 5.65  29 6.23 5.82 

30 7.62 8.41 5.59  30 4.13 5.61 

R1 9.93 8.81 4.13  R1 6.59 5.31 

2 9.33 3.34 5.71  2 5.82 5.01 

3 9.33 7.77 4.62  3 5.84 6.02 

4 10.9 8.81 4.13  ４ 5.98  6.38  

5 7.37 7.99 4.99  5 6.75 4.80 

6 7.06 8.39 4.81  6 5.23 5.74 

7 7.98 7.60 5.04  7 5.87 5.03 

※ データは川ごとの採水地点の２回の測定値から求めた平均値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 22 -         隅田川水系浄化対策連絡協議会 

 令和７年度事業報告書 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１６ 新河岸川・隅田川の全りん（Ｔ－P）・溶存性りん酸性りん経年変化 

（溶存性りん酸性りん：～H10) （全りん：H11～) 

図１７ 白子川・石神井川の全りん（T－P）・溶存性りん酸性りん経年変化 

（溶存性りん酸性りん：～H10) （全りん：H11～) 
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（溶存性りん酸性りん：～H10) 

（全りん：H11～) 

図１８ 新河岸川・隅田川の全りん・溶存性りん経年変化（拡大図） 

（溶存性りん酸性りん：～H10) （全りん：H11～) 

図１９ 白子川・石神井川の全りん(T-P)・溶存性りん酸性りん経年変化（拡大図） 
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【表６】新河岸川・隅田川・白子川・石神井川のりんの経年変化  

                            （ｍｇ）                        （ｍｇ） 

年度 新河岸川 隅田川１ 隅田川２   年度 白子川 石神井川 

S56 0.950 0.683 0.292   S56 1.77 1.00 

57 0.810 0.625 0.353   57 1.83 0.993 

58 0.583 0.434 0.310   58 1.31 0.715 

59 1.18 0.783 0.369   59 0.763 0.947 

60 0.695 0.585 0.276   60 0.735 0.488 

61 0.518 0.509 0.319   61 0.908 0.468 

62 1.01 0.658 0.398   62 0.808 0.443 

63 0.630 0.474 0.211   63 0.565 0.247 

H1 0.470 0.460 0.321   H1 0.360 0.260 

2 0.857 0.570 0.316   2 0.518 0.338 

3 0.322 0.283 0.239   3 0.468 0.162 

4 0.638 0.648 0.312   4 0.755 0.382 

5 0.573 0.509 0.318   5 0.340 0.193 

6 0.885 0.590 0.355   6 0.288 0.165 

7 0.600 0.611 0.345   7 0.188 0.170 

8 0.863 0.681 0.361   8 0.150 0.254 

9 0.372 0.457 0.289   9 0.058 0.195 

10 0.578 0.420 0.228   10 0.028 0.108 

11 0.729 0.580 0.308   11 0.032 0.189 

12 0.400 0.464 0.375   12 0.167 0.074 

13 0.462 0.449 0.273   13 0.050 0.166 

14 0.631 0.542 0.283   14 0.036 0.172 

15 0.428 0.424 0.291   15 0.044 0.063 

16 0.410 0.447 0.271   16 0.053 0.084 

17 0.471 0.507 0.340   17 0.022 0.089 

18 0.405 0.427 0.334   18 0.028 0.050 

19 0.455 0.437 0.272   19 0.080 0.085 

20 0.373 0.386 0.310   20 0.028 0.102 

21 0.441 0.412 0.258   21 0.162 0.141 

22 0.473 0.443 0.304   22 0.022 0.026 

23 0.386 0.423 0.296  23 0.032 0.076 

24 0.577 0.497 0.309  24 0.061 0.117 

25 0.491 0.455 0.362  25 0.202 0.056 

26 0.487 0.405 0.250  26 0.035 0.090 

27 0.520 0.518 0.273  27 0.027 0.115 

28 0.482 0.309 0.190  28 0.228 0.333 

29 0.530     0.400 0.292  29 0.114 0.108    

30 0.587 0.484  0.303  30 0.072 0.109 

R1 0.681 0.441 0.263  R1 0.050 0.119 

2 0.892 0.478 0.352  2 0.234 0.145 

3 0.622 0.542 0.288  3 0.074 0.196 

4 0.811  0.518  0.262   4 0.099  0.219 

5 0.617 0.521 0.345  5 0.403 0.184 

6 0.533 0.450 0.280  6 0.088 0.182 

7 0.578 0.477 0.316  7 0.176 0.253 

※データは川ごとの採水地点の２回の測定値から求めた平均値 

※平成１０年度までは溶存性りん酸性りん（JIS K 0102 46.1）、平成１１年度からは全りん（JIS K 0102 46.3）の測定値 

⇔ 
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図 20 新河岸川・隅田川のアンモニア性窒素（NH
４

＋

‐N）経年変化 

図 21 白子川・石神井川のアンモニア性窒素（NH
４

＋

‐N）経年変化 
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【表７】アンモニア性窒素（ＮＨ4
+-Ｎ）の経年変化（新河岸川・隅田川・白子川・石神井川） 

   ( mg/ℓ )    ( mg/ℓ ) 

年度 新河岸川 隅田川１ 隅田川２  年度 白子川 石神井川 

H12 5.49 4.91 2.88  H12 0.64 1.11 

13 6.94 6.70 3.48  13 0.59 2.28 

14 5.53 4.97 2.96  14 0.04 2.13 

15 3.88 5.12 3.25  15 0.13 0.80 

16 2.59 4.35 1.99  16 0.02 0.34 

17 2.60 3.23 3.13  17 0.10 0.74 

18 1.69 2.80 1.79  18 0.10 0.51 

19 1.38 2.81 1.56  19 0.59 0.30 

20 1.51 1.74 1.05 

 

20 0.14 0.32 

21 1.89 2.06 1.44 21 0.48 0.80 

22 2.65 2.82 1.43  22 0.04 0.06 

23 2.92 3.08 1.80  23 0.04 0.49 

24 1.27 1.54 1.18  24 0.23 0.25 

25 1.80 1.72 1.15  25 0.64 0.24 

26 0.92 1.45 1.09  26 0.02 0.33 

27 1.01 1.65 1.15  27 0.02 0.28 

28 0.82 1.77 0.87  28 0.34 1.26 

29 0.62 2.29 1.56  29 0.04 0.26 

30 0.25 3.03 1.44  30 0.02 0.38 

R1 1.39 1.67 1.03  R1 0.03 0.32 

2 0.52 1.55 1.19  2 0.07 0.34 

3 2.48 2.25 0.87  3 0.14 0.69 

4 2.82 1.91 0.65   ４ 0.24  0.54  

5 0.79 2.13 1.20  5 1.20 0.39 

6 0.51 1.33 0.90  6 0.02 0.44 

7 1.59 2.43 1.30  7 0.56 1.12 

※ データは川ごとの採水地点の２回の測定値から求めた平均値 

 

３ 合同視察 

今年度の合同視察は北区の荒川知水資料館（アモア）で視察を行った 

（１）実施日時  令和７年１０月３１日（金） 午後３時から午後５時まで 

（２）視察場所  荒川知水資料館（アモア） 

（３）参 加 者  １８名 隅田川水系浄化対策連絡協議会 

  

４  要請活動 

要請活動は、協議会として要請すべき新たな状況や事項が見出された場合に、必要に応じて    

行うこととしている。なお、今年度は要請活動を実施していない。  
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Ⅱ 参 考 資 料 

１ 隅田川水系浄化対策連絡協議会の発足にあたって 

  隅田川水系流域の私ども関係８区は、それぞれの区域を流れる区民共有の身近な水系として、隅田川

水系の水質浄化について、強い関係と努力を払ってきたところであります。 

 これを更に前進させるためには、関係各区の相互協力により、広域的に推進するのが最も効果的との

共通認識のもとに、このたび、関係各区あいはかり、別添の趣意により隅田川水系浄化対策連絡協議会

を発足させることとしました。 

 各位のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

昭和５３年４月２４日 

中央区長 横 関 政 一 

台東区長 内 山 榮 一 

墨田区長 山 﨑榮 次 郎 

江東区長 小 松 﨑軍 次 

北 区 長 小 林 正 千 代 

荒川区長 国 井 郡 彌 

板橋区長 加 部 明 三 郎 

足立区長 長 谷 川 久 勇 

２ 趣意書 

隅田川水系（隅田川、新河岸川等）は、都内を数区にまたがって流れる都民、区民共有の貴重な自然

資源であります。近年、その水質については、関係各団体、各機関の努力により著しい浄化をみているこ

とは周知のとおりでございます。最近の隅田川に花火復活の機運や早慶レガッタの復帰などのニュース

はこのことの証明であります。 

これは、公害発生源に対する規制強化、公共下水道の整備、拡充、浄化用水の導入などの諸施策が

一応奏功したものといえましょう。 

しかしながら、かつて白魚も棲む清流として幾多の情緒を生み出し、多くの都民に親しまれてきた同水

系の由緒ある歴史を思うとき、現状はまだまだ満足すべき状態にあるとは申せません。すなわち、全水系

を通じてコイやフナなどが完全に棲めきれない現状は、大いに改善の余地があると申せます。 

したがって、同水系の水質浄化につきましては、当面少なくともコイやフナを完全に呼び戻すこと、更に

は、白魚の姿を再び見ることを行政の究極の目標として設定することが関係各区の共通の認識でありま

す。この観点から、浄化対策を更に積極的に推進していくことが極めて緊要であると考えます。 

このためには、隅田川水系に対して、その住民の一人ひとりが最も強い関心を寄せ、深いかかわりを持

って生活しているところの流域関係区が、相互に協力し合い、浄化対策を広域的に推進し、展開していく

のが最も効果的であると思料いたします。 

以上の趣意に基づき、関係各区協議のうえ、別添規約により、隅田川水系浄化対策連絡協議会を発足

させるものであります。 
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３ 隅田川水系浄化対策連絡協議会規約 

（昭和５３年４月制定） 

改正 昭和５４年 ６月１日 

改正 昭和５７年 ４月１日 

改正 昭和６１年 ２月１日 

改正 平成元年 ６月１日 

改正 平成 ７年 ４月１日 

改正 平成１１年 ６月１日 

改正 平成１２年 ４月１日 

改正 平成１４年 ４月１日 

改正 平成１５年 ７月１日 

改正 平成２９年 ７月１日 

改正 令和 ２年 ７月１日 

（設置） 

第１条 関係区相互の協力により、隅田川水系（隅田川、新河岸川、石神井川等）の水質浄化を図るため、

広域的な対策の探求とその推進を目的として、隅田川水系浄化対策連絡協議会（以下「協議会」

という。）を置く。 

（昭和５４年６月一部改正） 

 

（事業） 

第２条 協議会は次の事業を行う。 

１．隅田川水系の合同水質調査 

２．汚染源に対する調査 

３．汚染防止対策の検討 

４．他の関係機関の情報収集 

５．他の関係機関への浄化対策の要請 

６．隅田川水系浄化に関する啓発事業の実施 

７．その他各区の環境行政に関する情報交換 

（昭和６１年２月一部改正） 

（平成１１年６月一部改正） 

（平成１２年４月一部改正） 

（平成１５年７月一部改正） 

 

（組織） 

第３条 協議会は、隅田川水系流域の中央区､台東区、墨田区､江東区、北区､荒川区、板橋区及び足立

区の環境主管課長をもって組織する。なお､必要に応じて他の関係機関を参加させることができる。 

（昭和５４年６月一部改正） 

（平成１１年６月一部改正） 

（令和２年７月一部改正） 
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（役員） 

第４条 協議会に次の役員を置く。 

幹事 １名    副幹事 １名 

（平成元年６月一部改正） 

（令和２年７月一部改正） 

 

（役員の選出） 

第５条 役員の選出は別表のとおりとする。 

ただし、特別の事情がある場合には、この限りではない。 

   ２ 役員の任務は次のとおりとする。 

１．幹事は､協議会を代表し､会務を総括する。 

２．副幹事は、幹事を補佐し、幹事に事故ある時は、その任務を代行する。 

３ 役員の任期は一年とする。ただし､再任を妨げない。 

（平成元年６月一部改正） 

（令和２年７月一部改正） 

 

（会議） 

第６条 会議は定例会、担当者会及び臨時会とし、幹事が召集する。 

２ 定例会は年１回以上開催する。 

３ 担当者会及び臨時会は必要に応じて開催する。 

（平成 ７年４月一部改正） 

（平成１２年４月一部改正） 

（平成２９年５月一部改正） 

 

（事務局） 

第７条 協議会に事務局を置き、幹事の属する区がこれにあたる。 

 

 

（細則への委任） 

第８条 この規約に規定するもののほか、必要な事項は細則で定める。 

（令和２年７月一部改正） 

 

付     則 

１ この規約は、昭和５３年４月２４日から施行する。 

２ 第９条の規定にかかわらず、この規約の施行の属する会計年度は、その施行の日から翌年５ 

月３１日までとする。 

付     則 

この規約は昭和５４年６月１日から施行する。 

付     則 

この規約は昭和５７年４月１日から施行する。 
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付     則 

この規約は昭和６１年２月１日から施行する。 

付     則 

この規約は平成元年６月１日から施行する。 

付     則 

この規約は平成７年４月１日から施行する。 

付     則 

この規約は平成１１年６月１日から施行する。 

付     則 

この規約は平成１２年４月１日から施行する。 

付     則 

この規約は平成１４年４月１日から施行する。 

 付     則 

この規約は平成１５年７月１日から施行する。 

 付     則 

この規約は平成２９年７月１日から施行する。 

 付     則 

この規約は令和２年７月１日から施行する。 

 

 

 

別表 隅田川水系浄化対策連絡協議会・令和７年度以降役員分担表 

 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

幹事 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 中央区 
副幹事 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 中央区 台東区 
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４ 隅田川宣言 

昭和５９年１１月１６日、隅田川水系区長会議に参集した我々は、隅田川水系の水質浄化対策について、次の

ことを提案し、その実現を訴える。 

１．隅田川に魚がすめるようにするために、水質基準を引き上げて、浄化をさらに促進すること。 

２．隅田川の沿岸を土と緑の堤防で整備し、水と親しめるようにすること。 

 

川は、人間と深いかかわりを持ち続け、産業・文化の発展には、常に川が大きな役割を果たしてきたことは、歴

史の示すところである。すなわち、川は人々とともに流れ、人々は川とともに生きてきた。 

隅田川の豊かな流れと美しい自然の景観も、人々に多くの恵みをもたらし、また市民文化をはぐくんできた。 

このかげには、我々の先人たちが、川という人々の共通の財産を守り、世代から世代へと継承するために、た

ゆまぬ努力を続けてきたことを忘れてはならない。 

しかしながら、戦後の産業経済の発展は、川の汚染を進行させ、かつての清流の隅田川は、魚も住めない黒く

濁った川と化した。さらに、鉄とコンクリートの冷たい護岸によって、人々は川とのふれあいをこばまれている。 

今、都民は、経済の発展による物的には恵まれた代償として、先人から受け継いだ川の恵みという貴重な財

産を失うに至った。 

我々は、今こそ、真の豊かさとは何かを、真剣に問い直さなくてはならない。 

隅田川は、現在はもちろん、未来の人々にとっても、大切な川である。清流と緑豊かな水辺を復元することに 

よって、失われた隅田川をよみがえらせ、人々の手に再び真の豊かさを取り戻すことは、我々の責務である。 

我々は、それらの早期実現のため、住民と一体となって、あらゆる努力をしていくことを、ここに宣言する。 

 

昭和５９年１１月１６日 

 

隅田川水系区長会議 

東京都江東区長  小 松 﨑 軍 次 

東京都中央区長  横 関 政 一 

東京都台東区長  内 山 榮 一 

東京都墨田区長  山 﨑 榮 次 郎 

東 京 都 北 区 長  北 本 正 雄 

東京都板橋区長  栗 原 敬 三 

東京都練馬区長  田 畑 健 介 

東京都足立区長  古 性  直 

東京都荒川区長  町 田 健 彦 
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５ 環境基準 

(１) 生活環境の保全に関する環境基準（昭和４６年１２月２８日 環境庁告示第５９号） 
 ① 河 川  

   項

目 
 

類型 

利用目的の適応性 

基 準 値  

pH BOD SS DO 
大腸菌数 

（90％水質値） 

AA 

水道 1 級、自然環境

保全及び A 以下の

欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

１㎎／ℓ 

以下 

25 ㎎／ℓ 

以下 

7.5 ㎎／ℓ 

以上 

20  

CFU／100 mℓ    

   以下 備考 

A 

水道 2 級、水産 1 級

水浴及び B 以下の

欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

2 ㎎／ℓ 

以下 

25 ㎎／ℓ 

以下 

7.5 ㎎／ℓ 

以上 

300 

CFU／100 mℓ 

以下 

B 

水道 3 級、水産 2 級

及びC以下の欄に掲

げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

3 ㎎／ℓ 

以下 

25 ㎎／ℓ 

以下 

5 ㎎／ℓ 

以上 

1,000 

CFU／100mℓ 

以下 

C 

水産 3 級、工業用水

1 級及び D 以下の欄

に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

5 ㎎／ℓ 

以下 

50 ㎎／ℓ 

以下 

5 ㎎／ℓ 

以上 
―― 

D 

工業用水 2 級、農業

用水及び E の欄に掲

げるもの 

6.0 以上 

8.5 以下 

8 ㎎／ℓ 

以下 

100 ㎎／ℓ 

以下 

2 ㎎／ℓ 

以上 
―― 

E 
工業用水 3 級、環境

保全 

6.0 以上 

8.5 以下 

10 ㎎／ℓ 

以下 

ごみ等の浮遊が

認められないこと 

2 ㎎／ℓ 

以上 
―― 

自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

水 道 1 級：ろ過等による簡易な浄化操作を行うもの 

水 道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄化操作を行うもの 

水 道 3 級：前処理等を伴う高度の浄化操作を行うもの 

水 産 1 級：ヤマメ、イワナ等の水産生物用ならびに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 

水 産 2 級：サケ科魚類およびアユ等の水産生物および水産 3 級の水産生物用 

水 産 3 級：コイ、フナ等の水産生物用 

工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄化操作を行うもの 

工業用水 2 級：薬品注入等による高度の浄化操作を行うもの 

工業用水 3 級：特殊の浄水操作を行うもの 

環 境 保 全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない限度 

 

② 海 域（参考） 

  項目 

 

 

類型 

利用目的の

適応性 

基 準 値  

pH COD DO 
大腸菌数 

（90％水質値） 

N―ヘキサン抽出物質

（油分等） 

C 環境保全 
7.0 以上 

8.3 以下 

8 ㎎／ℓ 

  以下 

2 ㎎／ℓ 

  以下 
―― ―― 

 

備考：水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を 

利用目的としている地点を除く。）については、 

大腸菌数 100 CFU／100mℓ以下とする。 
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（２）都内公共用水域の水域類型の指定（平成２９年３月１７日東京都告示） 

水域 該当類型 達成期間   水域 該当類型 達成期間 

大場川 

(東京都の区域) 
C イ 

  浅川上流 

（さいかち堰から上流） 
A イ 

  

妙正寺川(全域) B イ   浅川下流 

（さいかち堰から下流） 
A イ 

落合川(全域) AA イ   

新中川（全域） C イ   城山川（全域） A イ 

新川（全域） A イ   南浅川（全域） A イ 

隅田川（全域） C イ   案内川（全域） A イ 

新河岸川 

(東京都の区域) 
C ハ 

  川口川（全域） A イ 

  湯殿川（全域） A イ 

白子川 

(東京都の区域) 
C イ 

  程久保川(全域) A イ 

  大栗川（全域） A イ 

石神井川（全域） B イ   三沢川 

（東京都の区域） 
C イ 

神田川（全域） C イ   

日本橋川（全域） C イ   野川（全域） D イ 

横十間川（全域） B イ   仙川（全域） D イ 

大横川（全域） A イ   鶴見川上流 

（東京都の区域） 
D ロ 

北十間川（全域） A イ   

竪 川（全域） A イ   恩田川 

（東京都の区域） 
A イ 

小名木川（全域） A イ   

旧中川（全域） A イ  境 川 

（東京都の区域） 
D イ 

内 川（全域） C イ  

古川 (全域) D イ  成木川 

（東京都の区域） 
A イ 

目黒川（全域） D イ  

呑 川（全域） D イ  黒沢川(全域) A イ 

立会川（全域） D イ   霞 川 

（東京都の区域） 
A イ 

日原川（全域） AA イ  

平井川（全域） AA イ  柳瀬川 

（東京都の区域） 
C イ 

秋 川（全域） AA イ   

北秋川（全域） AA イ  空掘川（全域） A イ 

養沢川（全域） AA イ   黒目川 

（東京都の区域） 
A イ 

谷地川（全域） A イ   

残堀川（全域） A イ   

 

注 「イ」 ： 直ちに達成 

 「ロ」 ： 5 年以内で可及的速やかに達成 

 「ハ」 ： 5 年を超える期間で可及的速やかに達成 
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６ 隅田川水系合同水質調査要綱 

１ 調査回数  年間２回（９月・２月） 

２ 採水回数  1 調査あたり各採水地点ごとに１回 

３ 採水日時  幹事区が調整のうえ決定する。 

４ 採水方法  河川の流心で表層部の水を採取する。 

５ 各区の採水地点 

板 橋 区 ： 芝宮橋（新河岸川）、蓮根橋（新河岸川）、成増橋（白子川）、金沢橋（石神井川） 

北 区 ： 岩淵水門、岩淵橋（新河岸川）、新堀橋（石神井川） 

足 立 区 ： 新神谷橋、千住大橋 

荒 川 区 ： 尾竹橋、小台橋 

台 東 区 ： 白鬚橋、吾妻橋 

墨 田 区 ： 両国橋 

江 東 区 ： 清洲橋 

中 央 区 ： 中央大橋 

６ 調査項目 

気温、水温、透視度、色相、臭気、ｐH、DO、BOD、COD、SS、塩化物イオン、全窒素、全りん、アンモニア性

窒素 

７ 調査分析方法 

(１) 気 温 JIS K 0102  7.1 

(２) 水 温 JIS K 0102  7.2 

(３) 透 視 度  JIS K 0102  9 に準じる。 （100cm の透視度計を使用する。） 

(４) 色 相 目視による川の色を色名帳の色相と照らし合わせ判断する。ただし、川底が

見える場合は「無色」とする。 

(５) 臭 気 採水ビンに検水を約半分採り、数回激しく振った後、臭いを嗅ぐ。 

(６) ｐ H JIS K 0102  12.1 

(７) Ｄ Ｏ JIS K 0102  32.1 

(８) Ｂ Ｏ Ｄ JIS K 0102  21 

(９) Ｃ Ｏ Ｄ JIS K 0102  17 

(10) Ｓ Ｓ 昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号付表 9 

（11） 塩化物イオン JIS K 0102  35 

（12） 全 窒 素  JIS K 0102  45.2 、45.4 又は 45.6 

（13） 全 り ん JIS K 0102  46.3 

（14） アンモニア性窒素 JIS K 0102  42.2 
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８  調査結果の表示について 

(1) 数値で表示する項目（東京都に準じる） 

項   目 単 位 報告下限値 有効数字 備        考 

    気 温 ℃ ― ― 
小数点以下 1 桁までとする。 

    水 温 ℃ ― ― 

透視度 (cm) 1 ２ 報告上限値 100 

pH ― 0.1 ３ 
小数点以下第２位を四捨五入し、小

数点以下１桁までとする。 

DO ㎎／ℓ 0.5 ３ 
小数点以下第２位を切り捨て、小数

点以下 1 桁までとする。 

BOD ㎎／ℓ 0.5 

２ 
＊有効数字・報告下限値を下回る桁

については切り捨てる。 

＊報告下限値未満の数値は、不等

号またはＮＤで表示。 

COD ㎎／ℓ 0.5 

SS ㎎／ℓ 1 

塩化物イオン ㎎／ℓ 1 

３ 
全窒素 ㎎／ℓ 0.05 

全りん ㎎／ℓ 0.003 

アンモニア性窒素 ㎎／ℓ 0.01 

 (2) 臭気 

 ① 臭気の名称は原則として、「下水臭」、「潮臭」、「川藻臭」、「なし」の４種類とし、その強さに応じて「微」を

冠することができる。 

 ② 上記に当てはまらない臭いについては、この限りではない。 

 (3) 色相 

改 正 名 称 
色 名 帳 の 名 称 

慣 用 色 名 
修正マンセル値 系 統 色 名 

灰 茶 色  5.5Y 4／4 olive オリーブ色 

黄 緑 色  5GY 5／8 deep yellow green 草色 

淡 緑 灰 色  5GY 6／4 leaf シトロングリーン 

暗 緑 色  5GY 3／3 grayish olive green 海松色 

淡 緑 色  10GY 4.5／7 strong yellowish green グラスグリーン 

淡 灰 緑 色  5G 5／4 dull green とくさ色 

濃 緑 色  5G 2.4／3 dark green フォレストグリーン 

淡 灰 色  5G 6／1.5 light grayish green ミストグリーン 

暗 黄 緑 色  10GY 3／4 dark yellowish green  

茶 褐 色  2.5Y 4／4 brownish olive  

暗 灰 色  N2.4 dark gray チャコールグレイ 

濃 青 緑 色  10G 2.4／3 dark bluish green  

明 緑 白 色  10GY 7.5／4 light yellow green ピーグリーン 

暗 青 緑 色  5BG 2.4／3 dark blue green 海松藍色 

灰 緑 色  5G 3.5／1.5 grayish green  

※ 上記の色と異なる色が観察された時は、改正名称と重複しない名称とする。記録表には、修正マンセル

値と改正名称の両方を記入する。 

付  則 

この要綱は、平成２０年３月２７日より施行する。 
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付  則 

この要綱は、平成２９年７月１日より施行する。 

付  則 

この要綱は、令和２年７月１日より施行する。 
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７ 水再生センターにおける水質試験結果 

隅田川や新河岸川は、水再生センターから排出される処理水が BOD 負荷量の大部分を占め、河川の

水質に大きな影響を与えている。下表は、下水道局による処理水の水質試験結果の抜粋である。 

令和６年度平均 

施設名 三河島 みやぎ 浮間 新河岸 

 

基準値 

試料名 処理水 処理水 処理水 処理水 

採水箇所 
総合放流口 
（総合放流水） 

東尾久浄化

センター 
(高度処理水） 

放流口 放流口 
放流口 放流口 

西系 東系 

水温(℃) 24.5 24.1 24.5 24.4 23.1 23.0 40 以下 

透視度(度) 80 100 100 100 100 100 - 

ｐＨ(－) 
6.7～6.9 6.3～7.1 6.4～6.8 6.3～6.8 6.4～6.8 6.4～7.0 5.8 以上 

8.6 以下 

ＢＯＤ 7 3 12 6 2 6 25 

ＣＯＤ 11 8 10 9 7 7 - 

浮遊物質 5 0.4 2 1 1 未満 2 60 

蒸発残留物 360 360 300 300 280 290 - 

強熱減量 100 100 70 70 80 70 - 

溶解性物質 360 360 300 300       280 300 - 

塩化物イオン 75 68 50 51 47 51 - 

ヘキサン抽出物質 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 1 未満 30 

大腸菌群数 

（個／cm3） 
22 52 310 310 64 64 3,000 

全窒素 14.3 15.2 10.5 10.3 7.5 7.5 ※１ 

アンモニア性窒素 4.9 2.1 0.7 1.9 0.1 0.1 - 

亜硝酸性窒素 0.8 0.1 0.8 0.8 ０．１未満  - 

硝酸性窒素 7.3 12.4 8.3 7.2 6.9  - 

有機性窒素 →項目 削除     - 

全りん 0.3 0.2 0.5 0.9 0.1 0.8 ※２ 

りん酸性りん 0.2 0.2 0.4 0.8 0.1 0.7 - 

アンモニア等 

化合物* 
10.1 13.3 9.8 9.4 7.0 8.5 100 

高級処理水 

放流量 

（千 m3／日） 

359 － 168 － 482 ― 

高度処理水 

放流量 

（千 m3／日） 

－ 69 － 
 

112 － ― 

簡易処理水 

放流量 

（千 m3／回） 

127 － 86 
 

50 200 ― 

（単位：表記のないものはすべて mg／ℓ） 

 

注１ アンモニア等化合物 ＝ アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 

※１ 30(みやぎ、新河岸、三河島)  20(浮間)    ※２ 3.0(みやぎ、新河岸、三河島)  1.0(浮間) 
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 令和６年度平均 

施設名 三河島 みやぎ 浮間 新河岸 

 

基準値 

試料名 処理水 処理水 処理水 処理水 

採水箇所 
総合放流口 
（総合放流水） 

東尾久 

浄化センター 
(高度処理水） 

放流口 放流口 
放流口 放流口 

西系 東系 

フェノール類 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 5 

銅 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 3 

亜鉛 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 2 

溶解性鉄 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 10 

溶解性マンガン 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 10 

全クロム 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 2 

カドミウム 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.03 

シアン 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 1 

有機りん 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 1 

鉛 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.1 

六価クロム 0.05 未満 0.05 未満 0.05 未満 0.05 未満 0.05 未満 0.05 未満 0.5 

ヒ素 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.1 

総水銀 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.005 

アルキル水銀 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 
検出され

ないこと 

ＰＣＢ 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.003 

トリクロロエチレン 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.1 

テトラクロロエチレン 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.1 

ジクロロメタン 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.2 

四塩化炭素 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.02 

1,2-ジクロロエタン 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.04 

1,1-ジクロロエチレン 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 1 

シス-1,2- 

ジクロロエチレン 
0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.4 

1,1,1- 

トリクロロエタン 
0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 3 

1,1,2- 

トリクロロエタン 
0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.06 

1,3- 

ジクロロプロペン 
0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.02 

チウラム 0.006 未満 0.006 未満 0.006 未満 0.006 未満 0.006 未満 0.006 未満 0.06 

シマジン 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.003 未満 0.03 

チオベンカルブ 0.02 未満 0.02 未満 0.02 未満 0.02 未満 0.02 未満 0.02 未満 0.2 

ベンゼン 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.1 

セレン 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.01 未満 0.1 

ほう素 0.2 未満 0.2 未満 0.2 未満 0.2 未満 0.2 未満 0.2 未満 10 

ふっ素 0.2 未満 0.2 未満 0.2 未満 0.2 未満 0.2 未満 0.2 未満 8 

1,4-ジオキサン 0.05 未満 0.05 未満 0.05 未満 0.05 未満 0.05 未満 0.05 未満 0.5 

（単位：mg／ℓ） 
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ダイオキシン類分析結果 

水再生センター名 三河島 みやぎ 浮間 新河岸 

基準値 
試料名 

処理水 処理水 処理水 処理水 

総合放流口

(総合放流水) 

東尾久浄化

センター 

(高度処理水) 

放流口 放流口 
放流口 放流口 

西系 東系 

ダイオキシン類 0.00026 0.00012 0.00057 0.00011 0.00034 0.00054 10 

測定日 2024/9/12 2024/9/12 2024/7/4 2024/7/4 2023/7/3 2023/7/2   

（単位：pg-TEQ/ℓ） 

COD 汚濁負荷量（日平均値） 

水再生センター名 三河島 みやぎ 浮間 新河岸 

汚濁負荷量実測値 3370 1410 740 3310 

総量規制基準値 12300 7000 3300 13400 

（単位：ｋｇ／日） 

 

全窒素汚濁負荷量（日平均値） 

水再生センター名 三河島 みやぎ 浮間 新河岸 

汚濁負荷量実測値 4330 1640 730 4640 

総量規制基準値 16625 8750 2475 20100 

（単位：ｋｇ／日） 

 

全りん汚濁負荷量（日平均値） 

水再生センター名 三河島 みやぎ 浮間 新河岸 

汚濁負荷量実測値 115 100 16 530 

総量規制基準値 1188.5 875 214.5 2010 

（単位：ｋｇ／日） 

 

出典：東京都下水道局：令和６年度の下水処理の状況   

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/data/report/fukyu/r06data 
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８ 令和７年度 降水量（東京）    （ ２４時間合計 mm ）  資料 東京管区気象台 

  月 

日  
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

1 41.0 - 0.5 0.5 6.0 - 4.5 0.5 - - - - 

2 28.5 50.5 - 0.0 20.5 - - - - 7.5 - 0.0 

3 5.5 - 31.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - 31.0 

4 - 0.0 0.5 0.0 - 6.5 6.5 - - - - 25.5 

5 0.0 - 5.0 0.0 - 95.0 0.0 0.0 - - - - 

6 0.0 24.5 - 0.0 0.0 - 0.0 1.5 - - - - 

7 0.0 3.5 0.0 - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - 1.0 

8 - - 0.0 - 3.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 

9 - 3.0 0.5 - - - 0.0 12.5 - 0.0 4.5 - 

10 14.0 14.0 11.0 24.0 25.5 0.5 - 2.0 - 0.0 - 3.0 

11 2.0 1.0 11.5 0.0 11.5 37.5 2.0 - - - - 0.0 

12 - 6.5 - - 1.0 1.5 0.5 - - - 5.0 0.0 

13 12.0 - 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 2.0 - - - 

14 10.0 - 9.0 5.0 - 0.0 0.0 - 9.5 - - - 

15 0.0 - 7.0 25.5 0.0 0.0 1.0 0.0 - - - - 

１6 - 0.0 0.0 16.5 1.0 - 3.0 - - - 5.5 0.0 

17 - 28.0 - 3.0 - - 0.5 - - - 0.5 - 

18 - - - 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 - - 0.0 0.5 

19 - 0.0 - - - 41.5 0.5 - - - - 0.0 

20 0.0 - - - - 1.0 2.5 0.0 9.0 0.0 - 6.0 

21 0.0 - - - - 6.5 0.0 - 3.0 - - - 

22 - 0.0 - - - 0.0 2.5 - 0.0 - - - 

23 16.5 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 1.0 

24 0.0 6.5 0.0 - - - 2.0 - 9.0 - - - 

25 0.0 22.0 14.5 - - 0.0 11.0 0.5 3.5 - 41.5 16.0 

26 4.5 0.0 9.0 - - 0.0 12.0 - 0.5 - 1.0 20.5 

27 - - 0.5 -- - 0.5 0.0 0.0 - - 0.0 2.5 

28 19.0 0.5 - - - 0.0 - - - - - 3.0 

29 1.5 2.5 - - - 0.0 - - 0.0 0.0  - 

30 - 4.0 - - - 0.0 0.0 - - -  - 

31  6.0  - -  37.0  - -  12.5 

月計 154.5 206.0 100.0 74.5 68.5 203.5 106.5 17.0 36.5 7.5 58.0 122.5 

平年 133.7 139.7 167.8 156.2 154.7 224.9 234.8 96.3 57.9 59.7 56.5 116.0 

  0.0；0.5mm 未満  －；無降水      ；合同水質調査実施日 

平年：西暦年次の１位が１の年から始まる最近の連続する 30 か年の累年平均値を平均値とし 10 年毎に更新 

出典：気象庁 過去の気象データ http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php 

年間降水量（ 東京１～１２月合計 mm ）   資料 東京管区気象台 

年 降水量 年 降水量 年 降水量 年 降水量 年 降水量 年 降水量 

S53 1,030.0 61 1,458.0 6 1,131.5 14 1,294.5 22 1,679.5 30 1445.5 

54 1,453.5 62 1,089.0 7 1,220.0 15 1,854.0 23 1,479.5 R 元 1874.0 

55 1,577.5 63 1,515.5 8 1,333.5 16 1,750.0 24 1,570.0 2 1590.0 

56 1,463.5 H 元 1,937.5 9 1,302.0 17 1,482.0 25 1,614.0 3 2052.5 

57 1,575.5 2 1,512.5 10 1,546.5 18 1,740.0 26 1,808.0 4 1598.2 

58 1,340.5 3 2,042.0 11 1,622.0 19 1,332.0 27 1,781.5 5 1396.5 

59 879.5 4 1,619.5 12 1,603.0 20 1,857.5 28 1,779.0 6 1926.0 

60 1,516.5 5 1,872.5 13 1,491.0 21 1,801.5 29 1,430.0   

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
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９ 河川環境年表 

年 東   京   都 国 

昭和

２４ 

「公害防止条例」公布  

３２  「水道法」公布 

３３ 

 「下水道法」公布 

「公共用水域の水質の保全に関する法律」 

「工場排水等の規制に関する法律」公布 

３７  江戸川水域の指定と水質基準の設定 

３９ 

  経済企画庁、荒川水域甲の水域指定と水質基準

告示 

「新河川法」制定 

４２  「公害対策基本法」公布 

４３ 
 イタイイタイ病を公害病と認定 

水俣病を公害病と認定 

４４ 「東京都公害防止条例」公布 建設省「都市河川環境整備事業制度」 

４５ 

条例規則で排水基準設定 

公害防止条例施行規則で有害排水基準設定 

「東京都公害防止条例」改正 

(規制強化と規制内容の拡大･上乗せ基準等)公

布 

公共用水域の水質汚濁に係る環境基準設定 

有害物質に係る排水基準設定 

「公害国会」で公害関係六法律制定 

公害対策基本法等 14 法律制定改正 

４６ 

 東京湾の水域類型指定 

排水基準を定める総理府令に基づき一律基準の

設定 

水質汚濁に係る環境基準を告示 

４７ 

 国連人間環境会議ストックホルムで開催 

「人間環境宣言」（世界環境デー決議） 

「各種公共事業に係る環境保全施策について」

閣議決定 

「水質汚濁防止法」改正 

「自然環境保全法」公布 

５０ 

PCB を排水基準項目に追加 

「河川法に基づく放流水の水質に係る指導要綱」

策定 

PCB に係る水質環境基準を設定 

５１ 中小河川の水域類型指定  

５２ 

 「環境保全長期計画」策定 

建設省「多目的遊水地事業」創設 

建設省「総合治水対策」 

５３ 

 「水質汚濁防止法」改正 

（りん削減措置、総量規制制度の導入）公布 

建設省「雨水貯留事業」創設 

５４ 

 中央公害対策審議会「いわゆる水質総量規制指

針について」答申 

東京湾の COD に係る総量削減基本方針を策定 

建設省「総合治水対策特定河川事業」 

 

 

 



- 42 -         隅田川水系浄化対策連絡協議会 

 令和７年度事業報告書 

 

 

年 東   京   都 国 

５５ 

「有りん合成洗剤の使用中止に関する実施要綱」

発表 

水質総量規制基準告示 

「東京都環境影響評価条例」公布 

内閣総理大臣、水質総量規制で 20 都府県の

COD に係る総量削減計画承認 

建設省「都市河川総合整備事業」 

５７ 

第 1 次「東京湾富栄養化対策指導指針」策定 「水質汚濁防止法施行令」改正により特定施設を

追加施行 

湖沼の窒素、りんに係る環境基準設定を告示 

５８ 
「地下水使用合理化指導要綱」策定 建設省「河川環境管理基本計画」 

建設省「流域貯留浸透事業」創設 

５９ 

新宿副都心水リサイクルセンター運転開始 「湖沼水質保全特別措置法」公布 

「環境影響評価実施について」閣議決定 

トリクロロエチレン等の排出について暫定指導指

針を策定 

６０ 

事業場からの有害物質による地下水汚染防止指

導指針を策定 

湖沼水質保全特別処置法に基づく指定湖沼及び

指定地域を閣議決定 

建設省「ウオーターフロントの総合整備事業」 

６１ 
公共下水道未整備地域を対象とする「東京都生

活排水対策指導要綱」策定 

 

６２ 

「化学的酸素要求量に係る総量規制基準」 設定 

「第２次東京湾富栄養化対策指導指針」策定 

「東京都環境管理計画」策定 

隅田川テラス整備事業開始 

 

６３  建設省「流域総合水管理計画」策定 

平成 

元年 

「有害物質の流出及び地下浸透防止指導指針」

策定 

東京都における地球環境問題への取組方針策

定 

トリクロロエチレン等を水質汚濁防止法規制対象

物質に追加 

「水質汚濁防止法」の一部改正により有害物質

の地下浸透禁止 

２ 「水辺環境ガイドライン」策定 「水質汚濁防止法」改正（生活排水対策追加） 

３ 
「化学的酸素要求量に係る総量削減計画」策定 

東京湾富栄養化対策指導指針（第 3 次）策定 

建設省「多自然型川づくり」 

４ 

「東京都環境管理計画」改定 

「りん・窒素の水質管理目標値に係る指導要綱」

策定 

「東京都地球環境保全行動計画」策定 

「東京都環境学習基本方針」策定 

水質環境基準健康項目追加（15 項目） 

５ 

「東京都水辺環境保全計画」策定 

「東京都環境学習計画」策定 

ジクロロメタン等 15 物質を水質環境基準に追

加、23 項目を指定。海域における環境基準、排

出基準設定（全りん、全窒素） 

「環境基本法」公布（公害対策基本法廃止） 

ジクロロメタン等 13 物質の排水基準追加 

鉛、砒素値の強化 

６ 

「東京都地下水保全ガイドライン」策定 

「東京都環境基本条例」公布 

「東京都公害防止条例」改正 

「特定水道利用障害の防止のための水道水源地

域の保全に関する特別措置法」公布 

「環境基本計画」閣議決定 

建設省「環境政策大綱」発表 

「国際生物多様性の日」制定 
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７ 
「有害化学物質対策基本方針」策定 

「環境保全型都市づくりガイド」発行 

「生物多様性国家戦略」関係閣僚会議で決定 

８ 
「化学的酸素要求量に係る総量削減計画」告示 

「第 4 次東京湾富栄養化対策指導指針」施行 

「水質汚濁防止法」の改正公布 

９ 
「公共用水域の水域類型」指定・改訂 

「東京都環境基本計画」策定 

河川法・改定 

「環境影響評価」公布 

１０ 

「東京都水環境保全計画」策定 

「東京都公害防止条例」改正（窒素・りんの排水

基準設定）公布 

「隅田川景観基本軸の景観づくり」 

「環境ホルモン戦略計画 SPEED’98」策定 

公共用水域の水域類型指定告示 

１１ 
「東京都水循環マスタープラン」策定 

「隅田川景観基本軸の景観づくり」 

 

１２ 
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条

例」公布 

「ダイオキシン類対策特別措置法」施行 

1３ 

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条

例」施行 

アンモニア性窒素の規制開始 

「改正水質汚濁防止法施行令」施行 

１４ 

「東京湾における東京都の化学的酸素要求量、

窒素含有量及びりん含有量に関わる総合削減計

画」策定 

窒素、りんの総量規制開始 

１５ 
「東京の名湧水 57 選」の決定・ガイドブック作成 「健全な水循環系構築のための計画づくりに向け

て」策定 

１６ 都下水道局 下水道改善「新クイックプラン」作成  

１７ 
 「特定外来生物法」施行 

「特定外来生物法」に伴う第 2 次指定生物の制定 

１８ 

「東京都の水辺空間の魅力向上に関する全体構

想」策定 

新河岸川及び白子川河川整備計画策定 

石神井川河川整備計画策定 

「環境用水に係る水利使用許可の取扱い基準」

の策定 

「多自然川づくり基本方針」策定 

「河川景観の形成と保全の考え方」策定 

１９ 

「東京湾における東京都の化学的酸素要求量、

窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計

画」策定 

「隅田川流域河川整備計画」策定 

「底質ダイオキシン類対策の基本的考え方」及び

「底質ダイオキシン類対策技術資料集」の策定 

「水質汚濁防止法施行令の改正」施行 

「清洲橋・永代橋・勝鬨橋」国の重要文化財に指

定 

２０ 

下水道技術研究開発センター完成 

 

「公共用水域水質環境基準、地下水環境基準及

び排水基準等に係る公示の一部を改正する告

示」公布 

排水基準を定める省令の一部を改正する省令

（閉鎖性海域に係る窒素・りんの暫定排水基準

の見直し）の公布 

２１ 

「石神井川及び白子川流域豪雨対策計画」策定 「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境

基準の水域類型の指定に関する件」（告示）及び

「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水

域類型の指定に関する件」（告示）の改正等につ

いて告示 

水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境

基準の項目の追加等に係る告示 
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２２ 

「１０年後の東京」への実行プログラム策定 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令

の一部を改正する省令」の公布 

「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境

基準の水域類型の指定に関する件」（告示）の改

正等について告示 

 

２３ 

東京湾等における放射性物質モニタリングの実

施に関する国への緊急要望 

「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」

の施行 

「水質汚濁防止法」に基づく 1,1-ジクロロエチレン

の排水基準及び亜鉛の暫定排出基準改正 

「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量

に係る総量削減基本方針」の策定 

 

２４ 

「地震・津波に伴う水害対策に関する都の基本

方針」の策定 

 

「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」

の施行 

２５ 

「東京都水防計画」の改訂 

東京都水防 Twitter の配信開始 

「隅田川等における新たな水辺整備のあリ方」の

策定 

「排水基準を定める省令の一部を改正する省令

の一部を改正する省令」の施行 

 

２６ 

目黒川流域河川整備基本方針の策定 

 

水質環境基準健康項目におけるトリクロロエチレ

ンの基準値の変更 

２７ 

防災船着場整備計画の改訂 ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸の水質基準の改

正 

工業排水試験方法にＪＩＳ改正 

２８ 

「隅田川流域河川整備計画」の改訂 

「公共用水域の水域類型の指定等」の告示 

 

水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正

する件の施行 

２９ 

「東京湾における東京都の化学的酸素要求量、

窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計

画（第 8 次）」策定 

「かわてらす実施要項」の策定 

 

海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域

類型の指定 

第８回世界水フォーラム開催（ブラジル） 

３０ 

呑川流域河川整備基本方針の策定 

野川流域河川整備計画（変更）の策定 

谷沢川及び丸子川流域河川整備計画の策定 

呑川流域河川整備計画の策定 

「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」

の施行 

①1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準の 

延長及び強化 

②閉鎖性海域（流入する河川等を含む）に係る 

窒素・りんの暫定排水基準の延長及び強化 
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令 和

元年 

渋谷川・古川及び海老取川河川整備計画を改定 

石神井川及び白子川流域 浸水予想区域図を 

改定 

野川、仙川等及び丸子川流域の浸水予想 

区域図を改定 

黒目川、落合川、柳瀬川等の浸水予想区域図を

改定 

多摩川上流雨水幹線流域の浸水予想区域図を

作成 

残堀川流域の浸水予想区域図を改定 

 

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正す 

る省令」における 

① ほう素及びその化合物、ふっ素及びその 

化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、

亜硝酸化合物及び硝酸化合物の暫定排水 

基準の見直し 

②カドミウム及びその化合物の暫定排水基準の

見直し 

２ 

浅川圏域、大栗川及び三沢川流域の浸水予想

区域図を改定 

 

江東内部河川流域の浸水予想区域図を改定 

 

霞川及び多摩川上流圏域の浸水予想区域図 

を改定 

 

秋川及び平井川流域の浸水予想区域図を改定 

 

「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する 

政令の施行」における 

住宅宿泊事業に該当するものの用に供する 

ちゅう房施設等の、水濁法に基づく特定施設 

からの除外 

 

３ 

隅田川及び新河岸川流域の浸水予想区域図 

を改定 

 

中川・綾瀬川圏域浸水予想区域図を改定 

 

八ツ瀬川河川整備基本方針の策定 

 

東京都建設局河川部が「東京の河川事業」 

パンフレットをホームページにて公開 

 

東京都公式 YouTube チャンネル[東京都 Tokyo 

Metropolitan Government]にて、 

「歩けば発見 水辺の楽しさ ～隅田川～」 

の動画公開 

 

「水質汚濁に係る環境基準についての一部を 

改正する件の施行及び地下水の水質汚濁に係る

環境基準についての一部を改正する件の施行」

における 

① 六価クロムに係る基準値の見直し 

② 大腸菌群数に係る環境基準の見直し 

 

「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の 

指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の 

処理基準の改正」 

４ 

東京湾における東京都の化学的酸素要求量、窒

素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画

第 9 次総量規制基準策定 

「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」 

ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物

並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸

化合物及び硝酸化合物の暫定排水基準の見直し 

 

「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」 

事故時の措置の対象となる指定物質として、アニ

リン、PFOA 及びその塩、PFOS 及びその塩並び

に直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

の４物質を追加 
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５ 

石神井川の洪水予報河川指定 

 

「中川・綾瀬川圏域」、「新河岸川及び白子川」及

び「隅田川流域」の河川整備計画を変更 

 

「八ツ瀬川」及び「柳瀬川流域」の河川整備計画

を策定（変更） 

 

白子川の水位周知河川指定 

 

「築地川及び汐留川」の河川整備計画を策定、

「神田川流域」の河川整備計画を変更 

 

「隅田川等における未来に向けた水辺整備のあ

り方」を取りまとめた 

 

「東京都豪雨対策基本方針」の改定 

 

「水質汚濁に係る環境基準について」の付表 6 

「シマジン及びチオベンカルブの測定方法」の一

部が改正 

 

「排水基準を定める省令」の附則が定める経過措

置の期限と許容濃度が改正 

 

 

６ 

「東京都水防計画」の改定 

 

「内川」及び「目黒川流域」の河川整備計画の変

更 

 

 

「排水基準を定める省令等の一部を改正する省

令の一部を改正する省令」における 

水質汚濁防止法による亜鉛含有量に係る暫定排

水基準の適用期間の延長 

 

「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境

基準」における 

①適時適切な類型の見直し 

②利用目的の適応性」に係る水浴の見直し 

③季別の類型指定 

④ＣＯＤの達成評価の変更 

「水質汚濁に係る環境基準について」、及び「環境

基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び

水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準

の改正 

７ 

多摩川水系入間川が水位周知河川指定 

河川における高潮対策整備方針策定 

河川法第２２条の権限を追加する河川法施行令

等の一部改正 

水質基準に関する省令及び水道法施行規則の一

部改正 
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１０ 事業概要年譜 
年度 役員 定例会・委員会等 活動内容・その他 

５３ 

 

幹：台東 

副：板橋 

会：北 

監：荒川 

足立 

定例会 （53.10.30／54.3.28） 

臨時会  （54.5.22） 

委員会：同時採水調査の打合せ 

（53.9.6） 

水質調査 （53.9.21／54.2.15） 

合同視察：隅田川船上視察（53.6.6） 

５４ 幹：台東 

副：墨田 

会：荒川 

監：中央 

練馬 

定例会 （54.11.1／55.3.31）  

臨時会 （54.9.2／55.5.19） 

 

水質調査 （54.9.26／55.2.7） 

要請活動 （54.10.24） 

合同視察：隅田川船上視察（54.6.14） 

東京都下水道局新河岸処理場

（54.9.28） 

特記事項：練馬区加入 

５５ 幹：台東 

副：江東 

会：足立 

監：中央 

板橋 

定例会 （55.11.11／56.3.31）  

臨時会 （54.8.25／56.5.29） 

委員会：水質調査要綱 

（MBAS、りんの分析方法等 

55.6.12） 

水質調査 （55.9.26／56.2.20） 

要請活動 （55.8.7） 

合同視察：洗剤工場（ライオン石鹸㈱） 

（55.7.11） 

５６ 幹：中央 

副：練馬 

会：北 

監：江東 

荒川 

定例会 （56.10.28／57.3.24） 

臨時会 （56.7.28／57.4.21） 

委員会：測定結果の取扱いについて 

（57.4.8） 

水質調査 （56.9.2／57.2.12） 

要請活動 （56.8.25） 

合同視察：隅田川、東京港船上視察 

（56.9.11） 

特記事項：環境庁長官水上視察（56.9.3） 

５７ 

 

幹：江東 

副：台東 

会：板橋 

監：墨田 

足立 

役員会 （57.7.6） 

定例会 （57.11.11／58.4.5） 

臨時会 （57.7.13／58.5.10） 

委員会：測定結果の取り扱いについて 

（57.10.18） 

第２回調査結果の検討等 

（58.3.25） 

水質調査 （57.9.8／58.2.16） 

要請活動 （57.8.2／57.8.20） 

合同視察：東京都下水道局朝霞浄水場

（58.4.12） 

 

５８ 

 

幹：墨田 

副：中央 

会：練馬 

監：荒川 

北 

役員会 （58.6.29） 

定例会 （58.10.27／59.3.19） 

臨時会 （58.7.14／59.4.2） 

 

水質調査 （58.9.14／59.2.7） 

要請活動 （58.8.22／58.9.10） 

合同視察：隅田川、東京港船上視察 

（58.9.30） 

５９ 

 

幹：荒川 

副：江東 

会：台東 

監：足立 

板橋 

役員会 （59.7.17） 

定例会 （59.10.12／60.3.27） 

臨時会 （59.7.17／60.4.26） 

 

水質調査 （59.9.14／60.2.7） 

要請活動 （59.8.28／59.8.30） 

合同視察：東京都下水道局森ヶ崎水処理

センター（59.11.13） 

特記事項：区長会議発足（59.11.16） 

隅田川宣言・区長会議要請 

（内閣総理大臣） (59.12.28） 

６０ 

 

幹：足立 

副：墨田 

会：中央 

監：北 

練馬 

役員会 （60.7.10） 

定例会 （60.10.23／61.3.27） 

臨時会  （60.7.10／60.11.11／61.1.27

／61.4.24） 

委員会：ポスター委員会設置（60.9.6） 

水質調査 （60.9.4／61.2.12） 

合同視察：隅田川中流部視察（60.9.9） 

特記事項：ポスター「よみがえれ、隅田

川。」及び「隅田川を魚の住める

川にしよう、ボクたちの手で。」作

成 

（注）幹：幹事  副：副幹事  会：会計  監：監事 
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年度 役員 定例会・委員会等 活動内容・その他 

６１ 幹：北 

副：荒川 

会：江東 

監：板橋 

台東  

役員会 （61.7.23） 

定例会 （61.11.7／62.3.26）  

臨時会 （61.7.23） 

委員会：ポスター委員会（61.10.3） 

 

水質調査 （61.9.24／62.2.4） 

要請活動 （62.2.5） 

合同視察：キリンビール㈱東京工場 

（61.8.26）、隅田川、新河岸川 

船上視察（62.4.21） 

野火止用水等（62.5.27） 

特記事項：ポスター「よみがえれ、隅田

川。」作成 

６２ 幹：板橋 

副：足立 

会：板橋 

監：中央 

練馬 

定例会 （62.10.28／63.3.27）  

委員会：河川環境調査委員会設（62.5） 

水質調査 （62.9.3／63.2.4） 

要請活動 （62.12.14） 

合同視察：隅田川下流、運河、東京湾視察 

（ 江 東 区 営 水 上 バ ス ） 

(62.10.27) 

特記事項：河川環境機能マップ「隅田川ウ

オッチング隅田川から新河岸

川・石神井川・白子川まで」作成 

講演会「都市河川とのふれあい

を考える」（62.7.13） 

６３ 幹：練馬 

副：北 

会：練馬 

監：江東 

台東 

定例会 （63.11.7／1.3.27） 

臨時会 （63.5.17） 

委員会：ポスター委員会設置（63.6.16） 

水質調査 （63.9.14／1.2.8） 

要請活動 （63.8.26） 

合同視察：石神井川、世田谷区立次大夫

堀公園・兵庫島公園、建設省

野川浄化施設（63.12.13） 

特記事項：ポスター「水と遊ぶ隅田川水系」

作成 

講演会「都市の水循環システム

とその保全」（1.3.27）  

平成 

元年 

幹：中央 

副：台東 

会：中央 

監：江東 

荒川 

定例会 （1.10.27／2.3.28） 

臨時会 （1.5.15） 

委員会：PR 委員会設置（1.6.23） 

水質調査 （1.9.6／2.2.15） 

要請活動 （1.8.24） 

合同視察：東京都水産試験場・隅田川流域

視察（河川視察船「すみだが

わ」）(1.11.2) 

特記事項：説話集「隅田川水系昔語り水辺

の伝言」作成 

映画鑑賞会「東京が変わる」「平

成元年度の隅田川」他（2.3.28） 

 ２ 

 

幹：台東 

副：墨田 

会：台東 

監：板橋 

北 

定例会 （2.11.6／3.3.27） 

臨時会 （2.5.22） 

委員会：PR 委員会開催（４回） 

(2.6.28～3.2.20) 

水質調査 （2.9.7／3.2.1） 

要請活動 （2.8.24） 

合同視察：東京湾視察（港湾局「新東京

丸」）(2.11.2) 

特記事項：ＰＲ冊子「自由帳」作成 

研究会「最近の水質行政と隅田

川水系について」（3.3.27） 

 ３ 幹：墨田 

副：江東 

会：墨田 

監：荒川 

練馬 

定例会 （3.11.12／4.3.27） 

臨時会 （3.5.22） 

委員会：PR 委員会開催（４回） 

(3.6.28～3.12.16) 

水質調査 （3.9.26／4.2.5） 

要請活動 （3.8.22） 

合同視察：東京電力㈱箱崎熱供給センター

（3.11.12） 

特記事項：ＰＲ冊子「自由帳」作成 

講習会「下水の高度処理の現

状と将来展望について」（4.3.27） 

（注）幹：幹事  副：副幹事  会：会計  監：監事 
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年度 役員 定例会・委員会等 活動内容・その他 

４ 幹：江東 

副：北 

会：江東 

監：板橋 

足立 

定例会 （4.12.9／5.3.25） 

臨時会  （4.5.20） 

委員会：4.6.23～5.1.27 

    PR 委員会開催（５回） 

水質調査 （4.9.16／5.2.10） 
要請活動 （4.8.24） 
合同視察：隅田川流域視察（東京都水辺公

社水上バス）・東京都葛西臨海水
族園（4.12.9） 

特記事項：ＰＲ冊子「水辺ノート」作成 
講演会「自然が豊かな川づくりを
めざして」（5.3.25） 

５ 幹：北 

副：荒川 

会：北 

監：中央 

練馬 

定例会 （5.12.16／6.3.22）  

臨時会 （5.5.20） 

実務担当者会：5.6.29～5.9.30（３回） 

水質調査 （5.9.22／6.2.16） 
要請活動 （5.8.25） 
合同視察：新河岸川（岩淵水門～都県境） 

荒川（岩淵水門～秋ヶ瀬取水堰）
視察(5.10.22) 

特記事項：ＰＲ冊子「水辺ノート」作成 
講演会「生物の視点で環境を見据
える」（6.2.1） 

６ 幹：荒川 

副：板橋 

会：荒川 

監：台東 

足立 

定例会 （6.11.9／7.3.24）  

臨時会 （6.5.24） 

実務担当者会：6.6.16／6.10.6 

水質調査 （6.9.7／7.2.1） 
要請活動 （6.8.24） 
特記事項：ＰＲ冊子「水辺ノート」作成 

講演会「２１世紀の川づくりについ
て」（7.3.24） 

７ 幹：板橋 

副：練馬 

会：板橋 

監：中央 

墨田 

定例会 （7.5.29／7.10.24／8.3.26） 

実務担当者会：7.6.14～7.10.18（３回） 

水質調査 （7.9.13／8.2.8） 
要請活動 （7.8.23） 
合同視察：新河岸川（舟渡大橋、板橋区立

舟渡水辺公園、川越市親水公
園、船着き場）荒川（道満グリー
ンパーク、第１調整池）(7.12.4) 

特記事項：ＰＲ冊子「川のてってい研究」作成 
講演会「都市の水循環と下水道」
（7.10.24） 

８ 

 

幹：練馬 

副：足立 

会：練馬 

監：台東 

江東 

定例会 （8.5.20／8.10.30／9.3.26） 

実務担当者会：8.6.14～9.2.26（４回） 

水質調査 （8.9.4／9.2.12） 
要請活動 （8.8.23） 
合同視察：隅田川水系の現状 

石神井川・白子川［バス］・新河岸
川・隅田川［遊漁船］（8.11.6） 

特記事項：ＰＲ冊子「水辺ノート」作成 
講演会「下水道の現状と将来計
画」（8.10.30） 

９ 

 

幹：足立 

副：中央 

会：足立 

監：墨田 

北 

定例会 （9.5.29／9.10.27／10.3.20） 

実務担当者会：9.6.13～10.1.20（３回） 

 

水質調査 （9.9.3／10.2.4） 
要請活動 （9.8.21） 
合同視察：日野市（向島用水親水路、七生 

中学校ワンド、平山用水ふれあ
い水辺、豊田用水湧水地点、黒
川清流公園) (9.11.5) 

特記事項：ＰＲ冊子「水辺ノート」作成 
講演会「より良い水辺環境をめざ
し て ～ 各 地 の 事 例 に 学 ぶ 」
（9.10.8） 

（注）幹：幹事  副：副幹事  会：会計  監：監事 
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年度 役員 定例会・委員会等 活動内容・その他 

１０ 幹：中央 

副：台東 

会：中央 

監：江東 

荒川 

定例会 （10.5.27／10.12.10／11.3.26） 

実務担当者会：10.6.17～11.2.1（３回） 

水質調査 （10.9.9／11.2.3） 
要請活動 （10.8.17） 
合同視察：東京電力㈱箱崎熱供給センタ

ー、谷津干潟自然観察センター、
東京電力㈱幕張熱供給センター
（10.12.10） 

特記事項：ＰＲ冊子「水辺ノート」作成 
講演会「いきものからみた川、住
民からみた川」（10.10.21） 

１１ 幹：台東 

副：墨田 

会：台東 

監：北 

板橋 

定例会 （11.5.19／11.12.20／12.3.29） 

実務担当者会：11.6.23～11.2.24（４回） 

水質調査 （11.9.1／12.2.9） 
要請活動 （11.8.23／11.12.20） 
合同視察：鶴見川流域視察（鶴見川多目的

遊水地、都筑下水処理場、寺家
ふるさと村、源流泉の広場、図師
小 野 路 歴 史 環 境 保 全 地 域 ） 
(12.1.18) 

特記事項：ＰＲ冊子「水辺ノート」作成 
講演会「隅田川、また川のこと」
（11.11.15） 

１２ 幹：墨田 

副：江東 

会：墨田 

監：荒川 

練馬 

定例会 （12.5.10／13.3.19） 

実務担当者会：12.4.19～13.2.26（４回） 

水質調査 （12.9.13／13.2.8） 
要請活動 （13.1.24） 
環境啓発事業事前調査合同視察 

隅田川上流視察（12.7.25） 
隅田川下流視察（12.11.30） 

特記事項：ＰＲ冊子「隅田川水探検手帳」作
成 
講演会「環境教育の実施にむけ
た勉強会」（12.5.10） 
講演会「なぜ神田川にアユが遡
上したか」（12.11.7） 

１３ 幹：江東 

副：北 

会：江東 

監：板橋 

足立 

定例会 （13.5.25／14.3.18）  

臨時会 （13.10.24） 

実務担当者会：13.4.25～14.3.8（５回） 

水質調査 （13.9.6／14.2.14） 
要請活動 （13.8.23） 
合同視察：隅田川を水上バスで視察 

（13.12.13） 
特記事項：ＰＲ冊子「隅田川水系水探検手

帳」作成 
講演会「河川環境と住民活動」 
（13.10.24） 

１４ 幹：北 

副：荒川 

会：北 

監：中央 

練馬 

定例会 （14.5.23／15.3.24） 

臨時会 （15.4.17） 

実務担当者会：14.4.19～14.12.18（３回） 

水質調査 （14.9.12／15.2.5） 
要請活動 （14.8.23） 
合同視察：東京都下水道局新河岸東処理場

（15.2.12） 
特記事項：ＰＲ冊子「隅田川水系水探検手

帳」作成 

１５ 

 

幹：荒川 

副：板橋 

会：荒川 

監：台東 

足立 

定例会 （15.6.12／16.3.22） 

実務担当者会：15.5.15～15.11.17（３回） 

水質調査 （15.9.11／16.2.5） 
要請活動 （15.8.22） 
合同視察：隅田川を水上バスで視察 

（15.12.16） 
特記事項：講演会「世界の水問題について」

（15.10.28） 

（注）幹：幹事  副：副幹事  会：会計  監：監事 
  



- 51 -         隅田川水系浄化対策連絡協議会 

 令和７年度事業報告書 

 

年度 役員 定例会・委員会等 活動内容・その他 

１６ 幹：板橋 

副：練馬 

会：板橋 

監：中央 

墨田 

定例会 （16.6.11／17.3.14） 

臨時会 （17.1.21／17.2.8） 

実務担当者会：16.7.20／16.11.17 

水質調査 （16.9.2／17.2.9） 

合同視察：石神井川視察（雨水吐、スワール

分水槽、雨水浸透ます等）、東京

都下水道局浮間水再生センター

（16.8.30） 

特記事項：講演会（勉強会）「下水道の現状

と課題」（16.9.27） 

１７ 幹：練馬 

副：足立 

会：練馬 

監：台東 

江東 

定例会 （17.6.8／18.3.27） 

臨時定例会（課長会） （17.9.2） 

実務担当者会：17.8.23／17.12.22 

水質調査 （17.9.15／18.2.9） 

合同視察：東京都下水道局多摩川上流水

再生センター、羽村取水堰、 

東 京 都 水 道 局 小 平 監 視 所

（18.1.24） 

１８ 幹：足立 

副：中央 

会：足立 

監：墨田 

北 

定例会 （18.6.12／19.3.20） 

実務担当者会：18.7.7／19.3.14 

水質調査 （18.9.7／19.2.1） 

合同視察：白鬚西地区市街地再開発事業・

新田地区住宅市街地総合整備

事業（18.11.20） 

１９ 幹：中央 

副：台東 

会：中央 

監：江東 

荒川 

定例会 （19.5.29／20.3.27） 

実務担当者会：19.11.15／20.3.19 

水質調査 （19.9.20／20.2.7） 

合同視察：隅田川の下流部を視察 

隅田川テラス、石川島公園 

佃掘、勝鬨橋（20.1.7） 

２０ 幹：台東 

副：墨田 

会：台東 

監：北 

板橋 

定例会 （20.5.19／21.3.23） 

実務担当者会：20.10.23／21.3.3 

水質調査 （20.9.4／21.2.12） 

隅田川浄化対策に関する意見交換会 

  東京都環境局、建設局、下水道局 

２１ 幹：墨田 

副：江東 

会：墨田 

監：荒川 

練馬 

定例会 （21.5.22／22.3.23） 

実務担当者会：21.10.23／22.3.12 

水質調査 （21.9.3／22.2.4） 

合同視察：隅田川の下流部を視察 

       ビオトープ、旧安田庭園 

       大横川親水公園（21.11.19） 

 

２２ 幹：江東 

副：北 

会：江東 

監：板橋 

足立 

定例会 （22.5.21） 

実務担当者会：22.10.29／23.3.4 

水質調査 （22.9.22／23.2.3） 

合同視察：江東区中川船番所資料館 

       荒川ロックゲート（22.10.5） 

 

 

２３ 幹：北 

副：荒川 

会：北 

監：中央 

練馬 

定例会（23.5.25／24.3.29） 

実務担当者会：23.10.27／24.3.16 

水質調査 （23.9.15／24.2.8） 

合同視察：荒川知水資料館 

       アモア（23.11.30） 

 

２４ 幹：荒川 

副：板橋 

会：荒川 

監：台東 

足立 

定例会（24.5.29／25.3.29） 

実務担当者会：24.10.24／25.3.15 

水質調査 （24.9.5／25.2.13） 

合同視察：東京都下水道局三河島水再生 

センター （24.11.27） 
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２５ 幹：板橋 

副：練馬 

会：板橋 

監：中央 

墨田 

定例会（25.5.20／26.3.24） 

実務担当者会：25.10.28／26.3.13 

水質調査 （25.9.4／26.2.5） 

合 同 視 察 ： 板 橋 区 立 熱 帯 環 境 植 物 館

（25.11.26） 

２６ 幹：練馬 

副：足立 

会：練馬 

監：台東 

江東 

定例会(26.5.22／27.3.24) 

実務担当者会：26.10.29／27.3.19 

水質調査 (26.9.11／27.2.4) 

合同視察：足立区荒川ビジターセンター 

(26.10.30) 

２７ 幹：足立 

副：中央 

会：足立 

監：墨田 

  北 

定例会(27.5.27／28.3.22) 

実務担当者会：27.12.7 

水質調査 (27.9.2／28.2.10) 

合同視察：荒川知水資料館 

荒川下流域船上視察 (27.10.14) 

 

２８ 

 

幹：中央 

副：台東 

会：中央 

監：江東 

荒川 

定例会（28.6.1） 

実務担当者会：28.11.21/29.3.21 

水質調査 （28.9.7/29.2.1） 

研修会：中央区環境情報センター 

「水質モニタリングについて」 

「中央区付近の昔の水環境」 

 (29.2.7) 

２９ 幹：台東 

副：墨田 

会：台東 

監：北 

板橋 

定例会（29.5.22） 

実務担当者会：29.10.20/30.3.26 

水質調査 (29.9.13／30.2.14) 

合同視察：東京都虹の下水道館 

有明水再生センター (29.12.19) 

 

３０ 幹：墨田 

副：江東 

会：墨田 

監：荒川 

練馬 

定例会（30.6.1） 

実務担当者会：30.11.29/31.3.20 

水質調査 (30.9:26／31.2.6) 

合同視察 （30.11.2) 

千住関屋ポンプ所施設建設工事 

 隅田川幹線その４工事  

令和 

元年 

幹：江東 

副：北 

会：江東 

監：板橋 

足立 

定例会（1.5.30） 

実務担当者会：1.10.23 

※例年３月に実施している第２回の担

当者会は、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため中止 

水質調査 (1.9.4／2.2.12) 

合同視察 （2.1.30) 

有明清掃工場、そなエリア東京 

２ 幹：北 

副：荒川 

※規約の
改正によ
り会計及
び監事は
削除しま
した。 

定例会 

実務担当者会（第 1 回、第 2 回） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、いずれも書面開催となりました。 

水質調査 (2.9.2／3.2.17) 

合同視察 ：新型コロナウイルス感染拡大 

防止のため中止 

 

特記事項：練馬区脱退（2.7.1） 

３ 幹：荒川 

副：板橋 

定例会 

実務担当者会（第 1 回、第 2 回） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、いずれも書面開催となりました。 

 

 

水質調査 (3.9.8／4.2.2) 

合同視察 ：新型コロナウイルス感染拡大 

防止のため中止 
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４ 幹：板橋 

副：足立 

定例会（4.6.24） 

実務担当者会：4.11.16/5.3.22 

水質調査 (4.9.14／5.2.8) 

合同視察：白子川調節池群（5.1.20) 

５ 幹：足立 

副：中央 

定例会（5.6.14） 

実務担当者会（5.11.14/6.3.21） 

水質調査（5.9.6/6.2.1） 

合同視察（5.10.6） 

東京都虹の下水道館 

６ 幹：中央 

副：台東 

定例会(6.6.24) 

実務担当者会(6.11.15/7.3.18) 

水質調査(6.9.18/7.2.12) 

合同視察：三河島水再生サンタ―(6.10.29) 

７ 幹：台東 

副：墨田 

定例会(7.6.2) 

実務担当者会(7.10.31/8.3.27) 

水質調査(7.9.11/8.2.18) 

合 同 視 察 ： 荒 川 知 水 資 料 館 （ ア モ ア ） 

(7.10.31) 

（注）幹：幹事  副：副幹事  会：会計  監：監事 
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